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は
じ
め
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
肺
炎
）
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク）（
（

（pandem
ic　

世
界
的
大
流
行
）
は
、
各
国
の
国
民
の
生
命
・
健
康
・
生

活
と
経
済
活
動
・
文
化
活
動
・
医
療
活
動
の
破
滅
を
も
た
ら
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
各
国
の
国
家
社
会
（
国
家
の
統
治
す
る
社
会
＝

国
）
の
「
病
理
」
を
も
あ
ぶ
り
出
し
た
。
そ
の
た
め
、
各
国
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
跳
梁
を
可
能
に
し
た
国
家
社
会
に
代
る
新

た
な
国
家
社
会
の
追
究
が
始
ま
っ
た
。

日
本
国
で
は
、
二
〇
二
〇
年
九
月
一
六
日
に
発
足
し
た
菅
義
偉
内
閣
が
、
新
た
な
国
家
社
会
へ
の
転
換
を
提
起
し
た
。

そ
の
提
起
と
は
、
菅
内
閣
総
理
大
臣
が
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
六
日
召
集
の
第
二
百
三
回
国
会
に
お
け
る
「
所
信
表
明
演
説）（
（

」
で

示
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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⑴
「
今
回
の
感
染
症
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
民
間
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
（
供
給
網

―
引
用
者
）

の
偏
り
な
ど
、
様
々
な
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
化
を
は
じ
め
大
胆
な
規
制
改
革
を
実
現
し
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
新
し
い
社
会
を
つ
く
り
ま
す
」。「
役
所
に
行
か
ず
と
も
あ
ら
ゆ
る
手
続
が
で
き
る
。
地
方
に
暮
ら
し
て
い
て
も
テ
レ

ワ
ー
ク
で
都
会
と
同
じ
仕
事
が
で
き
る
。
都
会
と
同
様
の
医
療
や
教
育
が
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
社
会
を
実
現
し
ま
す
」。

「
そ
の
た
め
、
各
省
庁
や
自
治
体
の
縦
割
り
を
打
破
し
、
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
ま
す
。
今
後
五
年
で
自
治
体
の
シ
ス
テ
ム
の

統
一
、
標
準
化
を
行
い
、
ど
の
自
治
体
に
お
住
い
で
も
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
い
ち
早
く
お
届
け
い
た
し
ま
す
」。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
今
後
二
年
半
の
う
ち
に
は
ほ
ぼ
全
国
民
に
行
き
渡
る
こ
と
を
目
指
し
、
来
年
三
月
か
ら
保

険
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体
化
を
始
め
、
運
転
免
許
証
の
デ
ジ
タ
ル
化
も
進
め
ま
す
」。

「
こ
う
し
た
改
革
を
強
力
に
実
行
し
て
い
く
司
令
塔
と
な
る
デ
ジ
タ
ル
庁
を
設
立
い
た
し
ま
す
。
来
年
の
始
動
に
向
け
、
省
益
を
排

し
、
民
間
の
力
を
大
い
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、
早
急
に
準
備
を
進
め
ま
す
」。

⑵
「
私
が
目
指
す
社
会
像
は
、
自
助
、
共
助
、
公
助
、
そ
し
て
絆
で
す
。
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
自
分
で
や
っ
て
み
る
。

そ
し
て
、
家
族
、
地
域
で
互
い
に
助
け
合
う
。
そ
の
上
で
、
政
府
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
で
お
守
り
す
る
。
そ
う
し
た
国
民
か
ら
信

頼
さ
れ
る
政
府
を
目
指
し
ま
す
」。

「
そ
の
た
め
、
行
政
の
縦
割
り
、
既
得
権
益
、
そ
し
て
、
悪
し
き
前
例
主
義
を
打
破
し
、
規
制
改
革
を
全
力
で
進
め
ま
す
。
国
民
の

た
め
に
働
く
内
閣
と
し
て
改
革
を
実
現
し
、
新
し
い
時
代
を
つ
く
り
上
げ
て
ま
い
り
ま
す
」。

菅
内
閣
総
理
大
臣
が
提
示
し
た
新
し
い
国
家
社
会
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
（digital　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
）
が
動
か
す
国
家
社
会

―

「
デ
ジ
タ
ル
型
国
家
社
会
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
内
実
は
、「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
の
順
位
的
秩
序
を
国
家
秩
序
と
な
し
、
そ

の
秩
序
を
デ
ジ
タ
ル
を
用
い
て
実
働
さ
せ
る
「
優
生
主
義
的
国
家
社
会
」
で
あ
る
。
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な
ぜ
、「
優
生
主
義
的
国
家
社
会
」
と
言
う
の
か
。
ま
た
、「
デ
ジ
タ
ル
型
優
生
主
義
的
国
家
社
会
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
国
家
社
会

な
の
か
。

Ⅰ　
「
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」

菅
内
閣
総
理
大
臣
が
目
指
す
と
す
る
国
家
社
会
の
柱
と
な
る
「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
と
い
う
順
位
的
秩
序
は
、
経
済
的
政
治
的
肉

体
的
精
神
的
に
優
れ
た
者
（
強
者
）
の
み
が
幸
福
に
な
れ
ば
い
い
と
い
う
「
優
生
主
義
」
の
秩
序
の
思
考
的
表
現
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
の
順
位
的
秩
序
を
前
提
と
す
る
「
絆
」
と
は
、
弱
者
を
排
除
し
た
強
者
間
の
優
生
的
結
合
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
公
助
」
は
、

そ
の
弱
者
に
対
す
る
場
合
は
、
名
目
的
と
な
り
、
そ
の
強
者
に
対
す
る
場
合
は
、
実
質
的
と
な
る
。

こ
の
優
生
主
義
的
思
考
及
び
絆
は
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ト
ラ
ー
・
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
ナ
チ
ス
）
政
権
（
一
九
三
三
年
一
月

三
〇
日
成
立
）
が
、
障
礙
者
（
統
合
失
調
症
、
て
ん
か
ん
、
麻
痺
、
梅
毒
、
知
的
障
礙
、
脳
炎
と
診
断
さ
れ
た
患
者
、
犯
罪
的
な
精
神
病
患
者

と
し
て
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
人
）
の
殺
害
（
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
一
九
三
九
年
一
〇
月
の
発
令
か
ら
一
九
四
一
年
八
月
の
中
止
命
令

ま
で
に
、
七
万
二
七
三
人）3
（

）、
知
的
障
礙
者
と
さ
れ
た
人
の
断
種
（
四
〇
万
人
以
上）（
（

）、
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
（
推
定
六
〇
〇
万
人）5
（

）
を
行
っ
た
思

考
及
び
絆
と
同
類
の
も
の
で
あ
り
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
思
考
及
び
絆
で
あ
る
。

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」（fascism

o

〔
イ
タ
リ
ア
語
〕、Faschism

us
〔
ド
イ
ツ
語
〕、fascism

o

〔
ス
ペ
イ
ン
語
〕、fascism

〔
英
語
〕、
イ
タ
リ

ア
語
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
〔fascio

〈
棒
の
束
〉〕
か
ら
、
個
人
の
尊
重
を
否
定
し
、
全
体
を
体
現
す
る
と
す
る
国
を
統
轄
す
る
国
家
や
民
族
へ
の
偏
重

を
求
め
る
全
体
主
義
の
意
味
に
）
は
、
民
主
政
治
を
利
用
し
た
り
・
破
壊
し
た
り
し
て
出
現
し
、
思
想
的
独
裁
と
暴
力
的
独
裁
を
実
行
す

る
が
、
イ
タ
リ
ア
を
母
国
と
し
、
イ
タ
リ
ア
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
・
国
家
フ
ァ
シ
ス
ト
党
政
権
の
成
立
（
一
九
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
）、
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ド
イ
ツ
の
ヒ
ト
ラ
ー
・
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
ナ
チ
ス
）
政
権
の
成
立
（
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
）、
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ

ン
コ
・
軍
事
独
裁
政
権
の
成
立
（
一
九
三
九
年
四
月
一
日
）〔
以
上
、
個
人
独
裁
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
〕、
日
本
（
大
日
本
帝
国
）
の
近
衛
文
麿
・

軍
国
主
義
天
皇
制
政
権
の
成
立）6
（

（
一
九
四
〇
年
七
月
二
二
日
）〔
組
織
独
裁
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
〕
に
よ
っ
て
、
先
駆
的
に
展
開
さ
れ
た
全
体
主

義
的
反
共
産
主
義
・
反
民
主
主
義
専
制
政
治
体
系
の
こ
と
で
あ
る）7
（

。

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
は
、
資
本
主
義
を
守
る
・
強
く
す
る
た
め
に
、
資
本
主
義
の
矛
盾
を
独
裁
的
暴
政
で
克
服
し
よ
う
と
す
る
政
治
体

系
で
あ
る
。
即
ち
、
国
家
が
、
民
衆
に
よ
る
「
改
革
」
や
「
革
命
」
の
道
を
遮
断
し
た
上
で
、
デ
マ
ゴ
ギ
ー
（D

em
agogie　

事
実
に

反
す
る
謀
略
的
・
煽
動
的
宣
伝
）
を
用
い
て
、
民
衆
の
不
満
や
欲
望
を
利
用
し
て
、
民
衆
に
対
し
て
「
改
革
」
や
「
革
命
」
の
実
行
を
言

い
な
が
ら
、
民
衆
に
対
し
て
「
反
動
的
反
民
主
的
改
革
」
や
「
反
革
命
」（
民
衆
暴
虐
体
制
）
を
実
行
す
る
政
治
体
系
で
あ
り
、
ま
た
、

「
平
和
」
を
掲
げ
な
が
ら
「
侵
略
」
を
、「
民
生
主
義
」
を
掲
げ
な
が
ら
「
優
生
主
義
」
を
実
行
す
る
政
治
体
系
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
⑴
対
外
的
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（nationalism

　

国
家
主
義
・
国
粋
主
義
）
を
国
民
に
煽
っ
て
、
他
国
と
他

国
民
族
と
他
国
人
民
に
対
す
る
侵
略
主
義
と
排
外
主
義
（
他
国
民
族
・
他
国
人
民
・
国
内
他
民
族
を
支
配
す
る
た
め
に
、
民
族
間
の
憎
悪
や

反
目
を
煽
る
思
想
と
政
策
）
と
抑
圧
主
義
を
実
行
す
る
、
⑵
対
内
的
に
は
、
反
共
産
主
義
と
反
民
主
主
義
を
国
民
に
煽
っ
て
、
ⓐ
初
め
は
、

ソ
フ
ト
に
（
合
法
を
装
っ
て
）・
部
分
的
に
、
ⓑ
最
後
は
、
暴
力
で
・
全
面
的
に
、
虚
言
と
暴
力
を
用
い
て
国
民
主
権
と
そ
れ
に
基
づ
く

民
主
主
義
や
、
基
本
的
人
権
や
、
地
方
自
治
や
、
司
法
権
の
独
立
や
、
政
党
や
、
団
体
や
、
議
会
政
治
（
議
会
が
あ
っ
て
も
）
な
ど
を

抹
殺
し
て
、
国
民
に
対
し
て
、
一
つ
の
思
想
を
押
付
け
、
異
端
を
排
除
（
パ
ー
ジ
〔purge

〕、
追
放
）
す
る
思
想
的
独
裁
と
暴
力
を
用

い
て
恐
怖
を
与
え
る
暴
力
的
独
裁
を
実
行
す
る
、
全
体
主
義
的
反
共
産
主
義
・
反
民
主
主
義
専
制
政
治
体
系
で
あ
る
。

菅
内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
本
国
憲
法
を
廃
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
優
生
主
義
的
国
家
社
会
」
を
確
立
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の

人
の
優
劣
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
て
選
別
す
る
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
作
る
、
規
制
改
革
を
行
う
、
と
言
っ
て
い
る
。
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日
本
国
憲
法
は
、「
国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
与
へ
ら
れ
る
」（
第
一
一
条
）、「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障

す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
」（
第
一
二
条
）、「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人

と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ

の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」（
第
一
三
条
）、「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、

性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
」（
第
一
四
条
第
一
項
）
と

定
め
て
、「
優
生
主
義
的
国
家
社
会
」
を
否
定
し
て
い
る
。

「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
す
べ
て
の
人
が
幸
福
に
な
る
こ
と
、
共
同
社
会
が
繁
栄
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
人

に
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
に
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
た
め
の
「
装
置
」
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
に
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
方
法
は
、
第
一
に
、
す
べ
て
の
人
が
自
己
の
基
本
的
人
権
を
行
使
す
る
に

当
っ
て
、
他
者
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
が
基
本
的
人
権
を
享
受
で
き
、
共
同
社
会

も
繁
栄
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
一
七
八
九
年
八
月
二
六
日
に
採
択
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
」（「
人
権

宣
言
」）
は
、「
第
四
条
」
に
お
い
て
、「
自
由
と
は
、
他
人
を
害
し
な
い
す
べ
て
の
こ
と
を
な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

各
人
の
自
然
権
の
行
使
に
は
、
社
会
の
他
の
構
成
員
に
対
し
て
同
一
の
権
利
の
享
有
を
保
障
す
る
こ
と
以
外
に
は
何
ら
の
限
界
も
な
い
。

こ
の
限
界
は
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）8
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
に
、
今
日
の
共
同
社
会
で
は
、
経
済
的
・
政
治
的
・
肉
体
的
・
精
神
的
に
強
い
人
と
弱
い
人
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

共
同
社
会
の
も
と
で
、
す
べ
て
の
人
が
基
本
的
人
権
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
強
い
人
（
例
え
ば
、
資
本
家
）
は
、



立正法学論集第 55 巻第 （ 号（（0（（） 　　（0

そ
の
弱
い
人
（
例
え
ば
、
労
働
者
）
の
た
め
に
、
自
己
の
基
本
的
人
権
の
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
（
例
え
ば
、
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
〔
労

働
者
の
基
本
的
人
権
の
行
使
〕
に
よ
っ
て
受
け
た
損
害
〔
財
産
権
と
い
う
基
本
的
人
権
の
侵
害
〕
の
賠
償
請
求
を
放
棄
し
な
さ
い
）
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
弱
い
人
の
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
、
共
同
社
会
も
繁
栄
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
の
「
公
共
の
福
祉
」
は
、
二
〇
世
紀
に
「
社
会
権）9
（

」
と
呼
ぶ
基
本
的
人
権
が
創
出
さ
れ
た
時
に
、
作
り
出
さ
れ
た
。

例
え
ば
、「
一
九
一
九
年
八
月
一
一
日
の
ド
イ
ツ
国
憲
法
」（「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
」）
は
、「
第
一
五
一
条
」
に
お
い
て
、「
経
済
生

活
の
秩
序
は
、
す
べ
て
の
人
に
、
人
た
る
に
値
す
る
生
存
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
指
す
正
義
の
諸
原
則
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
各
人
の
経
済
的
自
由
は
、
こ
の
限
界
内
に
お
い
て
こ
れ
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
」（
第
一
項
）、「
法
律
的
強
制
は
、
脅

か
さ
れ
て
い
る
権
利
を
実
現
す
る
た
め
、
又
は
、
公
共
の
福
祉
の
優
越
的
な
要
請
に
応
ず
る
た
め
に
の
み
、
許
さ
れ
る）（1
（

」（
第
二
項
）

と
し
て
、「
公
共
の
福
祉
」
を
創
設
し
た
。

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
の
用
い
方
は
、「
フ
ラ
ン
ス
『
人
権
宣
言
』」
の
定
め
た
観
点
と
「
一
九
一
九
年
八
月
一
一

日
の
ド
イ
ツ
国
憲
法
」（「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
」）
の
定
め
た
観
点
と
を
、「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
統
一
し
た
概
念
に
表
し
て
、
用
い

て
い
る
の
で
、「
公
共
の
福
祉
」
を
用
い
る
場
合
、
二
つ
の
観
点
の
歴
史
的
意
義
を
無
視
し
て
用
い
る
こ
と
は
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。大

切
な
こ
と
は
、「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
す
べ
て
の
人
に
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
に
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
な
い
と
、「
公
共
の
福
祉
」
は
、
実
現
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
す
べ
て
の
人
に
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
た
め
の
「
装
置
」
で
あ
る
の
で
、
そ
の
中
に
、「
国
家
の
優
越
」

と
か
、「
経
済
的
政
治
的
肉
体
的
精
神
的
強
者
の
優
越
」
と
か
の
意
味
は
、
含
ま
れ
て
い
な
い
。

加
え
て
、
日
本
国
憲
法
は
、「
婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
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し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
二
四
条
第
一
項
）、「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」（
第
二
五
条
第
一
項
）・「
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公

衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
二
五
条
第
二
項
）、「
す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」（
第
二
六
条
第
一
項
）、「
す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
し
、

義
務
を
負
う
」（
第
二
七
条
第
一
項
）、「
勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
す
る
権
利
は
、
こ
れ
を
保
障
す

る
」（
第
二
八
条
）
と
定
め
て
い
る
。

右
に
示
し
た
基
本
的
人
権
の
保
障
原
理
と
保
障
条
項
に
「
第
九
条
」（
非
戦
・
非
武
装
・
対
話
・
永
久
平
和
主
義
）
を
加
え
て
総
合
す

れ
ば
、
日
本
国
憲
法
は
、
国
家
と
「
地
方
自
治
」（
第
九
二
条
）
を
保
障
さ
れ
た
住
民
自
治
組
織
体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
＝
地
方
自

治
体
が
、
国
民
を
生
活
面
・
医
療
面
・
衛
生
面
・
労
働
面
・
教
育
面
で
支
援
す
る
「
公
助
」
が
先
に
立
ち
、
次
い
で
、
地
方
自
治
体
の

支
援
を
受
け
た
地
域
住
民
や
独
力
で
活
動
す
る
地
域
住
民
で
、
ま
た
、
家
族
で
助
け
合
う
「
共
助
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
上
で
、「
公

助
」・「
共
助
」
の
支
援
を
得
て
個
人
が
行
動
す
る
「
自
助
」
が
実
る
国
家
社
会

―「
公
助
・
共
助
・
自
助
」
の
順
位
秩
序
を
国
家
秩

序
と
す
る
「『
非
軍
事
的
福
祉
』
優
先
主
義
的
国
家
社
会
」
を
措
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
軍
拡
と
環
境
破
壊
的
人
間
破
壊
的
開
発
推
進
を
排
し
て
、「
軍
縮
」・「
福
祉
優
先
」・「
地
球
環
境
保
護
」
を
貫
く
国
家

社
会
の
構
築
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
阻
止
の
世
界
的
教
訓
と
な
っ
て
い
る
。

菅
内
閣
総
理
大
臣
が
新
設
す
る
と
言
っ
て
い
る
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
設
置
す
る
た
め
に
、
菅
内
閣
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
九
日
、

「
デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
六
法
案
」
を
閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提
出
し
た
。

「
デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
六
法
案
」（「
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
案
」・「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
案
」・「
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
案
」・「
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
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案
」・「
預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
案
」・「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の

標
準
化
に
関
す
る
法
律
案
」）
は
、
日
本
社
会
を
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
に
改
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（「
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基

本
法
案
」・
第
一
条
）。

「
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
と
は
、
表
の
顔
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
高
度
情
報
通
信
技
術
を
用
い
て
、
多
様
な
情
報
又
は
知
識
を
世
界

的
規
模
で
入
手
し
、
共
有
し
、
発
信
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
社
会
、
公
的
機
関
の
保
有
す
る
情
報
を
国
民
が
容
易
に
活
用
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
社
会
で
あ
る
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
案
・
第
二
条
・
第
三
十
条
）。
そ
の
裏
の
顔
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
高
度

情
報
通
信
技
術
を
用
い
て
、
国
家
が
国
民
の
全
個
人
情
報
を
一
元
的
に
集
約
し
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
使
わ
れ
る
）、
国
民
を
監
視
・
監
理

す
る
社
会
の
こ
と
で
あ
り
、
且
つ
、
国
家
の
集
約
し
た
国
民
の
全
個
人
情
報
を
全
行
政
機
関
と
企
業
が
利
己
目
的
で
自
由
に
利
用
で
き

る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
国
家
が
国
民
の
全
個
人
情
報
を
一
元
的
に
掌
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、「
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
を
形
成
す
る
根
拠

法
と
な
る
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
」
の
「
基
本
理
念
」（
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
案
・
第
三
条

―
第
一
二
条
）
か
ら
、「
個

人
情
報
保
護
」
の
理
念
を
捨
て
去
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
に
関
す
る
法
律
」
と
「
独
立
行
政
法
人

等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を
廃
止
し
て
、「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
合
流
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
民
間
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
監
督
す
る
機
関

と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
）
が
、
行
政
機
関
と
独
立
行
政
法
人
等
と
民
間
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
監
督
す
る

こ
と
に
な
る
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）。

し
か
し
、
新
し
い
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
内
閣
か
ら
独
立
し
た
機
関
と
さ
れ
て
い
ず
、
問
題
を
起
し
た
行
政
機
関
に
対
す
る
立
入

り
検
査
や
命
令
の
権
限
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
監
督
権
限
は
、
名
目
的
な
も
の
と
な
る
。
更
に
、「
地
方
自
治
」
を
否
定
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し
て
、
各
地
方
自
治
体
に
、
独
自
の
個
人
情
報
保
護
制
度
を
捨
て
さ
せ
、
全
国
的
法
定
基
準
を
押
し
付
け
（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
案
・
第
一
条
）、
新
し
い
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
、
地
方
自
治
体
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
監
督
さ

せ
る
と
し
て
い
る
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）。

次
い
で
、
国
家
の
行
政
機
関
だ
け
で
な
く
、
地
方
自
治
体
に
対
し
て
も
、
自
己
の
保
有
す
る
個
人
情
報
を
特
定
の
個
人
を
識
別
で
き

な
い
よ
う
に
加
工
し
た
上
で
利
活
用
す
る
民
間
事
業
者
を
募
集
し
、
応
募
し
た
民
間
事
業
者
に
当
該
情
報
（「
匿
名
加
工
情
報
」）
を
提

供
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
）。

「
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
を
形
成
・
維
持
す
る
業
務
を
行
う
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
は
、「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
（
デ

ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
案
・
第
三
条
〔
全
て
の
国
民
が
情
報
通
信
技
術
の
恵
沢
を
あ
ま
ね
く
享
受
で
き
る
社
会
の
実
現
〕・
第
四
条
〔
経
済
構

造
改
革
の
推
進
及
び
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
〕・
第
五
条
〔
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
国
民
生
活
の
実
現
〕・
第
六
条
〔
活
力
に
満
ち

た
地
域
社
会
の
実
現
等
〕・
第
七
条
〔
国
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
〕・
第
八
条
〔
利
用
の
機
会
等
の
格
差
の
是
正
〕・
第
九

条
〔
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
民
間
と
の
役
割
分
担
〕・
第
十
条
〔
個
人
及
び
法
人
の
権
利
利
益
の
保
護
等
〕・
第
十
一
条
〔
情
報
通
信
技
術
の
進

展
へ
の
対
応
〕・
第
十
二
条
〔
社
会
経
済
構
造
の
変
化
に
伴
う
新
た
な
課
題
へ
の
対
応
〕

―
引
用
者
）
に
の
っ
と
り
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形

成
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
内
閣
官
房
と
共
に
助
け
る
こ
と
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
行
政
事
務
の
迅
速
か
つ
重
点
的
な
遂

行
を
図
る
こ
と
」
を
「
任
務
」
と
し
（
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
案
・
第
三
条
）、「
内
閣
」
に
「
置
く
」（
同
法
案
・
第
二
条
）。
長
は
、「
内
閣

総
理
大
臣
と
す
る
」（
同
法
案
・
第
六
条
）。「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
事
務
を
統
括
し
、
職
員
の
服
務
に
つ
い
て
統
督
す
る
」

（
同
法
案
・
第
七
条
第
一
項
）。
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「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
は
、「
国
の
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
共
機
関
及
び
公
共
分
野
の
民
間
事
業
者
の
情
報
シ
ス
テ
ム

の
整
備
及
び
管
理
の
基
本
的
な
方
針
を
作
成
及
び
推
進
」
し
、「
国
の
行
政
機
関
が
行
う
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る

事
業
に
必
要
な
予
算
を
、
一
括
し
て
要
求
し
、
確
保
す
る
」（
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
案
・
第
四
条
第
二
項
第
十
三
号
・
第
十
六
号
イ
）。
デ
ジ

タ
ル
大
臣
は
、「
事
務
の
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
」（
同
法
案
・
第
八
条
第
五
項
）。

「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
は
、「
勧
告
権
」
と
「
予
算
一
括
計
上
・
配
分
権
」
を
有
し
て
、
他
府
省
庁
に
君
臨
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
が
「
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
」（
日
本
国
憲
法
第
七
二
条
）
に
は
、
閣
議
決
定
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
デ

ジ
タ
ル
庁
」
は
、
内
閣
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
が
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
指
揮
監
督
す
る
場
合
は
、
閣
議
決
定
の
必
要

は
な
い
の
で
、
従
っ
て
、「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
「
自
在
機
関
」
と
な
る
。

な
お
、「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
は
、
職
員
五
〇
〇
人
規
模
で
九
月
一
日
の
発
足
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
〇
〇
人
以
上
を

民
間
出
身
者
と
し
、
民
間
企
業
在
籍
者
に
よ
る
兼
業
・
副
業
・
テ
レ
ワ
ー
ク
も
可
と
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｔ
（inform

a-

tion technology　

情
報
技
術
）
関
連
企
業
か
ら
い
っ
ぱ
い
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
家
と
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
に
よ
っ
て
国
民
の
個

人
情
報
が
食
い
物
に
さ
れ
る
社
会
が
出
現
す
る
。

「
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
は
、「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
媒
介
に
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
指
揮
監
督
権
を
行
使
す
る
社
会

で
あ
り
、
国
家
に
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
個
人
情
報
が
集
中
す
る
社
会
で
あ
る
。

「
デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
六
法
案
」
は
、
二
〇
二
一
年
五
月
一
二
日
、
成
立
し
た
。

菅
内
閣
総
理
大
臣
は
、「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
が
、
二
一
世
紀
的
技
術
で
あ
る
Ｉ
Ｔ
や
Ａ
Ｉ
（artificial intelligence　

人
工
知
能
）
の
技

術
を
駆
使
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
て
国
民
の
全
個
人
情
報
を
一
元
的
に
集
約
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
国
家
が
、
国
民
を
監
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視
・
監
理
す
る
、
企
業
に
利
己
目
的
で
の
国
民
の
個
人
情
報
利
用
を
許
す
デ
ジ
タ
ル
・
独
裁
体
制
（
フ
ァ
シ
ズ
ム
）
を
構
築
し
よ
う
と

し
て
い
る
。

Ⅱ　
「
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
起
源
と
目
的

「
優
生
主
義
的
国
家
社
会
」
の
実
現
手
段
で
あ
る
「
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
国
の
国
家
の
政
治
は
、「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
を
動
か
す
ア
メ
リ
カ
主
導
の
米
日
権
力
機
構

―「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体

制
か
ら
、
日
本
国
憲
法
を
意
識
し
て
、
編
出
さ
れ
て
い
る
。

今
日
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
は
、
一
九
六
〇
年
六
月
二
三
日
発
効
の
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力

及
び
安
全
保
障
条
約
」（「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」）
と
、
二
〇
〇
六
年
六
月
二
九
日
に
発
表
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ

シ
ュ
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
と
小
泉
純
一
郎
・
日
本
国
総
理
大
臣
の
合
意
に
よ
る
日
米
共
同
文
書
「
新
世
紀
の
日
米
同
盟）（（
（

」
を
合

体
さ
せ
て
作
ら
れ
た
「
二
一
世
紀
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
で
あ
る
。

「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」
は
、
次
の
よ
う
な
主
要
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

⑴
日
本
国
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
経
済
協
力
（
第
二
条
）、
⑵
日
本
国
へ
の
軍
事
力
増
強
（「
軍
拡
」）
の
義
務
付
け
（
第
三
条
）、
⑶
日
本
国

と
在
日
米
軍
基
地
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
ら
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
れ
が
、
自
国
の
平
和
及
び
安
全
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
め
て
、
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
に
従
っ
て
、
共
同
で
武
力
行
動
を
行
う
。
そ
の
場
合
、
国
際
連
合
・
安
全
保
障

理
事
会
に
、
受
け
た
武
力
攻
撃
と
そ
れ
に
対
す
る
武
力
行
動
の
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
安
全
保
障
理
事
会
が
、
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そ
の
武
力
攻
撃
に
対
す
る
対
処
措
置
を
執
っ
た
と
き
は
、
当
該
武
力

行
動
措
置
は
終
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
条
）、
⑷
日
本
国

の
米
軍
基
地
設
置
義
務
（
第
六
条
）、
⑸
「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全

保
障
条
約
」
の
対
象
範
囲
（
戦
域
）
は
、「
極
東
」〔
南
千
島
を
含
む

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
台
湾
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
含
む
地
域
〕（
第
六
条
）、

⑹
在
日
米
軍
の
取
り
扱
い
は
、
国
会
が
関
与
し
な
い
別
個
の
行
政
協

定
及
び
取
極
で
定
め
る
（
第
六
条
）、
⑺
「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全

保
障
条
約
」
の
終
了
は
、
一
九
七
〇
年
六
月
二
三
日
以
後
は
、
日
米

両
国
の
い
づ
れ
か
の
一
方
的
通
告
で
、
そ
の
通
告
後
一
年
で
成
立
す

る
（
第
十
条
）。

次
に
、「
新
世
紀
の
日
米
同
盟
」
は
、
次
の
よ
う
な
主
要
な
要
素

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

⑴
「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」
の
対
象
範
囲
（
戦
域
）

を
、「
地
球
的
規
模
」
に
拡
大
す
る
。
従
っ
て
、「
一
九
六
〇
年
日
米

安
全
保
障
条
約
」
は
、「
地
球
的
規
模
で
の
協
力
の
た
め
」
の
「
日

米
同
盟
」（
対
米
日
属
の
米
国
至
上
主
義
型
米
日
核
軍
事
・
経
済
同
盟
）

に
転
化
す
る
。
⑵
「
地
球
的
規
模
で
の
協
力
の
た
め
の
核
軍
事
同

盟
」
の
内
容
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
二
七
日
に
決
定
さ
れ
た
「
日
米

第一表　各国の国内総生産（GDP）額
（単位：億ドル）

国　　　名
21（2年 21（3年 21（4年 21（5年 21（6年 21（7年 21（8年

GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％）
ア メ リ カ 合 衆 国 （6（,552 2（.7 （66,63（ 2（.8 （73,481 22.2 （81,366 24.3 （87,17（ 24.6 （94,853 24.2 215,812 24.1
中 華 人 民 共 和 国 84,7（4 （（.4 95,（84 （2.4 （14,315 （3.3 （（（,584 （5.1 （（（,9（1 （4.7 （22,377 （5.2 （36,18（ （5.8
日 本 国 59,572  8.1 49,（95  6.4 46,124  5.8 43,831  5.9 49,492  6.5 48,724  6.1 49,7（3  5.8
ドイツ連邦共和国 35,396  4.7 37,453  4.9 38,682  4.9 33,636  4.5 34,95（  4.6 36,932  4.5 39,495  4.6
イ ギ リ ス 王 国 26,314  3.5 27,（22  3.5 29,888  3.8 28,581  3.8 26,592  3.5 26,3（2  3.2 28,552  3.3
フ ラ ン ス 共 和 国 26,8（4  3.6 28,（12  3.6 28,29（  3.6 24,（89  3.2 24,65（  3.2 25,824  3.2 27,788  3.2
ブラジル連邦共和国 24,（3（  3.2 23,921  3.（ 23,465  3.1 （7,725  2.3 （7,928  2.3 21,555  2.5 （8,686  2.（
イ タ リ ア 共 和 国 21,746  2.7 2（,335  2.8 2（,4（（  2.7 （8,2（5  2.4 （8,69（  2.4 （9,438  2.4 21,848  2.4
イ ン ド （8,692  2.5 （9,361  2.5 21,549  2.6 2（,（62  2.8 22,711  2.9 25,756  3.（ 27,793  3.2
G D P 世 界 総 額 742,2（8 76（,763 781,371 74（,768 758,41（ 815,155 856,933

（出所）　公益財団法人・矢野恒太記念会編集＝発行『世界国勢図会　21（6/（7』（21（6年 9 月 刊）・（（6-（23頁。同『世界国勢図会　21（7/（8』（21（7年 9 月刊）・（（6-（23頁。同『世界国勢
図会　21（9/21』（21（9年 9 月刊）・（12-（19頁。同『世界国勢図会　2121/2（』（2121年 9 月刊）・（12-（19頁。
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防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針）（2
（

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
世
界
政
治
・
世
界
経
済
の
支
配
化
の
た
め
に
、

世
界
中
（
宇
宙
を
含
む
）
で
核
を
用
い
る
侵
略
戦
争
を
展
開
す
る
た

め
の
同
盟
で
あ
る
。
現
時
点
（
二
〇
二
一
年
）
ま
で
で
、
世
界
最
大

の
経
済
力
（「
第
一
表
」
参
照
）
と
軍
事
力
（「
第
二
表
」
参
照
）
を
持

つ
ア
メ
リ
カ
に
侵
略
戦
争
を
仕
掛
け
る
国
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
⑶
「
地
球
的
規
模
で
の
協
力
の
た
め
の
経
済
同
盟
」
の
内
容
は
、

「
新
世
紀
の
日
米
同
盟
」
に
よ
れ
ば
、「
互
恵
的
な
二
国
間
経
済
関

係
を
更
に
深
化
さ
せ
、
地
域
や
世
界
の
経
済
問
題
に
関
す
る
協
力
を

強
化
す
る
た
め
の
方
策
を
探
っ
て
い
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
に
よ
る
世
界
経
済
の
支
配
化
の
た
め
に
、
世
界
中
で
経
済
戦
争
を

展
開
す
る
同
盟
で
あ
る
。

「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
の
本
質
は
、
⑴
日
本
国
を
ア
メ
リ
カ
の

対
米
従
属
国
に
縛
り
付
け
て
お
く
鎖
で
あ
り
、
⑵
日
本
国
の
国
力
と

企
業
を
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
発
展
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
、
ま
た
、
⑶
日
本
国
の
国
力
と
国
民
を
ア
メ
リ
カ
の
侵
略

戦
争
に
動
員
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
二
一
世
紀
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
は
、
⑴
一
九
九
〇
年
代

第一表　各国の国内総生産（GDP）額
（単位：億ドル）

国　　　名
21（2年 21（3年 21（4年 21（5年 21（6年 21（7年 21（8年

GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％）
ア メ リ カ 合 衆 国 （6（,552 2（.7 （66,63（ 2（.8 （73,481 22.2 （81,366 24.3 （87,17（ 24.6 （94,853 24.2 215,812 24.1
中 華 人 民 共 和 国 84,7（4 （（.4 95,（84 （2.4 （14,315 （3.3 （（（,584 （5.1 （（（,9（1 （4.7 （22,377 （5.2 （36,18（ （5.8
日 本 国 59,572  8.1 49,（95  6.4 46,124  5.8 43,831  5.9 49,492  6.5 48,724  6.1 49,7（3  5.8
ドイツ連邦共和国 35,396  4.7 37,453  4.9 38,682  4.9 33,636  4.5 34,95（  4.6 36,932  4.5 39,495  4.6
イ ギ リ ス 王 国 26,314  3.5 27,（22  3.5 29,888  3.8 28,581  3.8 26,592  3.5 26,3（2  3.2 28,552  3.3
フ ラ ン ス 共 和 国 26,8（4  3.6 28,（12  3.6 28,29（  3.6 24,（89  3.2 24,65（  3.2 25,824  3.2 27,788  3.2
ブラジル連邦共和国 24,（3（  3.2 23,921  3.（ 23,465  3.1 （7,725  2.3 （7,928  2.3 21,555  2.5 （8,686  2.（
イ タ リ ア 共 和 国 21,746  2.7 2（,335  2.8 2（,4（（  2.7 （8,2（5  2.4 （8,69（  2.4 （9,438  2.4 21,848  2.4
イ ン ド （8,692  2.5 （9,361  2.5 21,549  2.6 2（,（62  2.8 22,711  2.9 25,756  3.（ 27,793  3.2
G D P 世 界 総 額 742,2（8 76（,763 781,371 74（,768 758,41（ 815,155 856,933

（出所）　公益財団法人・矢野恒太記念会編集＝発行『世界国勢図会　21（6/（7』（21（6年 9 月 刊）・（（6-（23頁。同『世界国勢図会　21（7/（8』（21（7年 9 月刊）・（（6-（23頁。同『世界国勢
図会　21（9/21』（21（9年 9 月刊）・（12-（19頁。同『世界国勢図会　2121/2（』（2121年 9 月刊）・（12-（19頁。
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初
頭
か
ら
展
開
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
発
の
「
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
」（globalization　
経
済
の
地
球
規
模
化
）
と

い
う
現
代
帝
国
主
義）（3
（

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（Ideologie　

観

念
形
態
）
に
基
づ
い
て
、
世
界
中
に
進
出
し
て
い
る
ア
メ

リ
カ
の
独
占
資
本
の
多
国
籍
企
業
と
投
資
機
関
の
投
機

マ
ネ
ー
の
権
益
を
守
る
た
め
に
、
及
び
、
⑵
ア
メ
リ
カ

に
代
っ
て
二
一
世
紀
の
「
覇
権
国
家
」
に
な
ろ
う
と
台

頭
し
て
き
た
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
一
日
の
世
界
貿
易
機

関
へ
の
加
入
を
画
期
と
し
て
）
中
国
に
対
処
す
る
た
め
に

（
ア
メ
リ
カ
の
「
覇
権
国
家
」
を
守
る
た
め
に
）
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

「
二
一
世
紀
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
は
、
⑴
日

本
国
の
対
米
従
属
の
全
面
化
を
徹
底
さ
せ
、
⑵
世
界
中

で
侵
略
戦
争
と
経
済
戦
争
（
外
国
の
経
済
を
破
滅
さ
せ
る

闘
争
）
を
展
開
す
る
米
国
至
上
主
義
型
米
日
核
軍
事
・
経

済
同
盟
体
制
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
一
凶

暴
な
「
核
軍
事
・
経
済
同
盟
条
約
」
体
制
と
な
っ
た
。

「
二
一
世
紀
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
は
、
そ
の

第二表　各国の軍事支出額
（単位：億ドル）

国　　　名
21（3年 21（4年 21（5年 21（6年 21（7年 21（8年 21（9年

軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％） 軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）
アメリカ合衆国Ⓝ 6,333 39.1 6,134 36.9 5,975 38.2 6,144 41.（ 6,127 39.1 6,432 38.6 6,845 39.5
中 華 人 民 共 和 国 （,（58  7.（ （,3（（  8.1 （,458  9.3 （,451  9.6 （,514  9.6 （,682 （1.1 （,8（（ （1.4
サウジアラビア王国 671  4.（ 817  4.9 8（8  5.2 568  3.7 766  4.9 829  4.9 784  4.5
ロ シ ア 連 邦 661  4.1 644  3.9 5（6  3.3 466  3.1 456  2.9 453  2.7 482  2.7
イ ギ リ ス 王 国 Ⓝ 581  3.5 6（4  3.7 562  3.5 524  3.4 517  3.2 56（  3.3 547  3.（
フランス共和国Ⓝ 523  3.2 521  3.（ 467  2.9 472  3.（ 486  3.（ 533  3.（ 522  3.1
日 本 国 487  3.1 46（  2.8 4（1  2.6 473  3.（ 461  2.9 472  2.8 485  2.8
ドイツ連邦共和国Ⓝ 44（  2.7 43（  2.6 366  2.3 382  2.5 4（7  2.6 456  2.7 485  2.8
イ ン ド 4（8  2.5 464  2.8 479  3.1 5（1  3.3 524  3.3 578  3.4 615  3.4
イタリア共和国Ⓝ 252  （.5 244  （.4 2（5  （.3 223  （.4 228  （.4 248  （.4 27（  （.5
世界軍事支出総額 （6,2（3 （6,3（3 （5,633 （5,14（ （5,569 （6,661 （7,32（

（註）　日本国の軍事費には、海上保安庁費・旧軍人恩給費が含まれていないので、それらを 含めている NATO 加盟国（Ⓝ印）の方式に換算すれば、日本国の軍事費は、その （.5 倍の額に
なる（（981年 3 月22日付「読売新聞（朝刊）」参照）。

（出所）　The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 21（6, Rout- ledge, 21（6, pp. 484-491. The International Institute for Strategic Studies, The Military Bal-
ance 21（7, Routledge, 21（7, pp. 553-559. The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 21（8, Routledge, 21（8, pp. 512-518. The International Institute 
for Strategic Studies, The Military Balance 21（9, Routledge, 21（9, pp. 5（3-5（8. The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2121, Routledge, 2121, pp. 
529-534.
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全
開
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
に
従
属
し
て
、
ア
メ
リ
カ

と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
の
国
益
（
ア
メ
リ
カ
の
国
家
と
多
国

籍
企
業
と
投
機
マ
ネ
ー
の
利
益
の
こ
と
）
の
た
め
に
、
ⓐ
集

団
的
自
衛
権）（4
（

と
海
外
侵
略
用
基
地）（5
（

を
用
い
て
、
世
界
中

で
侵
略
戦
争
や
侵
略
目
的
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武

力
の
行
使
を
実
行
す
る
、
ま
た
、
ⓑ
世
界
中
で
経
済
戦

争
を
実
行
す
る
日
本
国
（「『
安
保
』
の
国
」）
を
要
求
し
て

い
る
。

こ
の
要
求
は
、
日
本
資
本
主
義
を
他
国
の
経
済
・
政

治
・
文
化
を
支
配
す
る
帝
国
主
義
（
対
米
従
属
的
帝
国
主

義
）
に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
日
本
国
の
国
家
と
多

国
籍
企
業
と
投
機
マ
ネ
ー
に
と
っ
て
、〝
渡
り
に
舟
〟
と

な
る
。

例
え
ば
、
⑴
ア
メ
リ
カ
と
共
に
、
宇
宙
と
地
球
上
の

資
源
を
略
奪
す
る
侵
略
戦
争
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か

ら
で
あ
り
、
⑵
ア
メ
リ
カ
と
共
に
、
両
国
の
国
家
と
多

国
籍
企
業
と
投
機
マ
ネ
ー
の
権
益
を
守
る
侵
略
戦
争
や

侵
略
目
的
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
が
で

第二表　各国の軍事支出額
（単位：億ドル）

国　　　名
21（3年 21（4年 21（5年 21（6年 21（7年 21（8年 21（9年

軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％） 軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）
アメリカ合衆国Ⓝ 6,333 39.1 6,134 36.9 5,975 38.2 6,144 41.（ 6,127 39.1 6,432 38.6 6,845 39.5
中 華 人 民 共 和 国 （,（58  7.（ （,3（（  8.1 （,458  9.3 （,451  9.6 （,514  9.6 （,682 （1.1 （,8（（ （1.4
サウジアラビア王国 671  4.（ 817  4.9 8（8  5.2 568  3.7 766  4.9 829  4.9 784  4.5
ロ シ ア 連 邦 661  4.1 644  3.9 5（6  3.3 466  3.1 456  2.9 453  2.7 482  2.7
イ ギ リ ス 王 国 Ⓝ 581  3.5 6（4  3.7 562  3.5 524  3.4 517  3.2 56（  3.3 547  3.（
フランス共和国Ⓝ 523  3.2 521  3.（ 467  2.9 472  3.（ 486  3.（ 533  3.（ 522  3.1
日 本 国 487  3.1 46（  2.8 4（1  2.6 473  3.（ 461  2.9 472  2.8 485  2.8
ドイツ連邦共和国Ⓝ 44（  2.7 43（  2.6 366  2.3 382  2.5 4（7  2.6 456  2.7 485  2.8
イ ン ド 4（8  2.5 464  2.8 479  3.1 5（1  3.3 524  3.3 578  3.4 615  3.4
イタリア共和国Ⓝ 252  （.5 244  （.4 2（5  （.3 223  （.4 228  （.4 248  （.4 27（  （.5
世界軍事支出総額 （6,2（3 （6,3（3 （5,633 （5,14（ （5,569 （6,661 （7,32（

（註）　日本国の軍事費には、海上保安庁費・旧軍人恩給費が含まれていないので、それらを 含めている NATO 加盟国（Ⓝ印）の方式に換算すれば、日本国の軍事費は、その （.5 倍の額に
なる（（981年 3 月22日付「読売新聞（朝刊）」参照）。

（出所）　The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 21（6, Rout- ledge, 21（6, pp. 484-491. The International Institute for Strategic Studies, The Military Bal-
ance 21（7, Routledge, 21（7, pp. 553-559. The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 21（8, Routledge, 21（8, pp. 512-518. The International Institute 
for Strategic Studies, The Military Balance 21（9, Routledge, 21（9, pp. 5（3-5（8. The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2121, Routledge, 2121, pp. 
529-534.
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き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
⑶
ア
メ
リ
カ
と
共
に
、
両
国
の
求

め
る
世
界
秩
序
に
挑
戦
す
る
国
や
集
団
を
征
伐
す
る
侵
略
戦
争
や
侵

略
目
的
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
や
武
力
の
行
使
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
が
で
き
る
国
家
を
も
つ
資
本
主
義
が
、
帝
国
主
義

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
政
権
（
二
〇
一
七
年
一
月
二
〇

日
発
足
）
か
ら
、
経
済
面
と
軍
事
面
で
中
国
の
台
頭
を
封
じ
込
め
る

政
策
の
実
行
を
本
格
化
さ
せ
た
。

例
え
ば
、
軍
事
面
で
は
、
ポ
ン
ペ
オ
国
務
長
官
が
、
二
〇
二
〇
年

七
月
一
三
日
、「
南
シ
ナ
海
の
ほ
ぼ
全
域
に
ま
た
が
る
海
洋
権
益
に

対
す
る
中
国
の
主
張
（「
九
段
線
」
の
主
張
、「
第
一
図
」
参
照

―
引

用
者
）
は
完
全
に
不
法
だ）（6
（

」
と
の
声
明
を
発
表
し
、
そ
れ
に
合
せ
て
、

ア
メ
リ
カ
は
、
そ
の
前
後
の
七
月
四
日
か
ら
六
日
と
七
月
一
七
日
の

二
度
に
渡
っ
て
、
原
子
力
空
母
「
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
」
と
「
ニ

ミ
ッ
ツ
」
を
南
シ
ナ
海
に
派
遣
し
て
軍
事
演
習
を
行
っ
た）（7
（

。

経
済
面
で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
六
日
、
中
国
に

対
し
、
知
的
財
産
権
の
侵
害
を
理
由
に
し
て
、
制
裁
関
税
を
か
け
た
。

第一図　中国の「九段線」

（出所）　2121年 7 月（4日付「読売新聞（夕刊）」。
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第二図　始まった米中間の「貿易戦争」

大豆など340億㌦分の
米国製品に25％の報復
関税

2018年
7月 6日

半導体など340億㌦分
の中国製品に25％の制
裁関税

石炭など160億㌦分に
25％の報復関税

8月23日 化学品など160億㌦分
に25％の制裁関税

液化天然ガスなど600
億㌦分に最大10％の報
復関税

9月24日 日用品など2000億㌦分
に10％の制裁関税

米中首脳会談。貿易協議の再開と、
90日間は制裁関税引き上げ凍結で一致

12月 1日

閣僚級の貿易協議。
2月24日に「大きな進展」を理由に期限延長を表明

2019年
1月30日～

5月 5日 トランプ氏、ツイッター
に「第3弾」の関税を25
％に引き上げると投稿

10日 第3弾の制裁関税を25
％に引き上げ

第3弾の報復関税の引
き上げを表明

13日 3000億㌦分に最大25
％の関税を上乗せする

「第4弾」を発表
15日 ファーウェイへの輸出を

事実上禁止すると表明
第3弾の報復関税を最
大25％に引き上げ

6月 1日

米中首脳が電話会談、大阪で首脳会談を開くことで一致18日
米中首脳会談。貿易協議再開で合意。29日

米中貿易協議再開へ7月2週目
以降

対
立
激
化

貿
易
協
議

対
立
激
化

貿
易
協
議

中国側の主な動き 米国側の主な動き

第 1 弾

第 2 弾

第 3 弾

（註）　米中首脳とは、ドナルド・トランプ・アメリカ合衆国大統領と習近平・中国国
家主席のこと。

（出所）　21（9年 7 月 6 日付「読売新聞（朝刊）」。
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こ
れ
に
反
発
し
た
中
国
も
報
復
関
税
を
か
け
、「
貿
易
戦
争
」
を
開
始
し
た）（8
（

（「
第
二
図
」
参
照
）。

バ
イ
デ
ン
大
統
領
政
権
（
二
〇
二
一
年
一
月
二
〇
日
発
足
）
は
、「
米
中
戦
争
」
の
準
備
を
始
め
た
。

そ
の
背
景
に
は
、「
覇
権
国
家
」
の
地
位
を
中
国
に
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
ア
メ
リ
カ
の
恐
怖
が
あ
る）（9
（

。
具
体
的
に
は
、
経

済
面
で
は
、
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
追
い
抜
く
の
は
時
間
の
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。

丸
川
知
雄
教
授
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
）
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
追
い
抜
く
の
は
も
は

や
時
間
の
問
題
で
、
そ
れ
が
い
つ
に
な
る
か
は
為
替
レ
ー
ト
次
第
で
あ
る
」。「
筆
者
の
予
測
で
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
米
中
逆
転
は
二
〇
三
〇

年
代
に
到
来
す
る
が
、
為
替
レ
ー
ト
が
さ
ら
に
元
高
に
な
る
な
ら
ば
（
現
在
の
レ
ー
ト
、
一
ド
ル
＝
六
・
五
元

―
引
用
者
）、
米
中
逆
転

が
数
年
早
く
な
る
可
能
性
が
あ
る）21
（

」。

軍
事
面
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
警
戒
感
を
い
だ
か
せ
る
中
国
の
軍
事
力
の
強
大
化
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ー
ビ
ッ
ド
ソ
ン
司
令
官
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
四
日
の
講
演
で
、「
イ
ン
ド
太

平
洋
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
や
同
盟
国
に
と
っ
て
不
利
に
な
り
つ
つ
あ
る
」。「
中
国
が
今
後
一
〇
年
以
内
に
地
域
内
で
力
に

よ
る
現
状
変
更
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う）2（
（

」
と
語
り
、
二
〇
二
一
年
三
月
九
日
の
ア
メ
リ
カ
上
院
軍
事
委
員
会
の
公

聴
会
で
は
、「
中
国
が
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
で
軍
事
力
を
急
速
に
増
強
さ
せ
て
い
る
せ
い
で
」、「
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
で
の
軍
事
バ
ラ

ン
ス
は
ア
メ
リ
カ
と
同
盟
諸
国
に
一
層
不
利
と
な
っ
て
い
る
」。「
中
国
は
、
ル
ー
ル
に
基
づ
く
国
際
秩
序
を
主
導
す
る
米
国
に
取
っ
て

代
ろ
う
と
の
野
心
を
一
層
強
め
て
い
る
」。「
台
湾
侵
攻
は
中
国
の
明
確
な
野
心
の
一
つ
」
で
、「
脅
威
は
今
後
一
〇
年
間
で
、
実
際
に

は
六
年
で
明
白
に
な
る）22
（

」
と
証
言
し
た
。

ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
の
次
期
司
令
官
に
指
名
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ア
キ
リ
ー
ノ
太
平
洋
艦
隊
司
令
官
（
海
軍
大
将
）
は
、
二

〇
二
一
年
三
月
二
三
日
、
ア
メ
リ
カ
上
院
軍
事
委
員
会
の
指
名
承
認
公
聴
会
で
証
言
に
立
ち
、「
最
大
の
懸
念
は
台
湾
に
対
す
る
中
国
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の
軍
事
力
」
と
述
べ
、「
中
国
が
台
湾
の
統
一
を
最
優
先
事
項
と
し
て
い
る
」、「
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
台
湾
有
事
は
世
界
貿
易
の
三
分

の
二
に
影
響
を
与
え
う
る
戦
略
的
要
衝
で
あ
り
、
米
軍
が
動
か
な
け
れ
ば
地
域
で
の
信
頼
に
関
わ
る）23
（

」
と
述
べ
た
。

バ
イ
デ
ン
大
統
領
政
権
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
三
日
、
外
交
・
軍
事
・
経
済
政
策
の
基
本
指
針
と
な
る
「
暫
定
国
家
安
全
保
障
戦
略

ガ
イ
ダ
ン
ス
」
と
題
し
た
文
書
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
、
中
国
を
、「
経
済
、
外
交
、
軍
事
、
先
端
技
術
の
力
を
組
み
合
せ
、
安
定

的
で
開
か
れ
た
国
際
シ
ス
テ
ム
に
対
抗
し
う
る
唯
一
の
競
争
相
手
。
国
際
シ
ス
テ
ム
の
中
核
を
な
す
ル
ー
ル
や
価
値
観
を
弱
体
化
さ
せ

て
い
る
」
と
位
置
付
け
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
へ
の
対
処
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
は
、
世
界
中
の
同
盟
国
や
友
好
国
と
の
関
係
を
復
活
さ

せ
る
。
世
界
に
お
け
る
同
盟
関
係
は
、
ア
メ
リ
カ
の
最
も
重
要
な
戦
略
的
資
産
で
あ
る
。
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
・
日
本
・
韓
国
と
の
同
盟
関
係
を
、
再
活
性
化
、
近
代
化
さ
せ
る）24
（

」
と
し
て
い
る
。

ブ
リ
ン
ケ
ン
・
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
は
、
当
該
「
暫
定
国
家
安
全
保
障
戦
略
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
の
公
表
に
先
立
ち
、
二
〇
二
一
年
三
月

三
日
、
国
務
省
で
、
バ
イ
デ
ン
政
権
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
国
民
向
け
に
演
説
し
、
中
国
と
の
関
係
を
、「
二
一
世
紀
に
お
け
る
最
大

の
地
政
学
的
な
試
練
」
と
位
置
付
け
、「
同
盟
・
パ
ー
ト
ナ
ー
諸
国
と
の
連
携
を
強
化
し
て
対
抗
し
て
い
く）25
（

」
と
表
明
し
た
。

バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
発
表
し
た
「
暫
定
国
家
安
全
保
障
戦
略
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
二
一
年
三
月
一
二
日
、
中
国
に

対
抗
す
る
た
め
の
ア
メ
リ
カ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
イ
ン
ド
・
日
本
の
四
ヶ
国
協
力
機
構
（
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｄ
〔
ク
ア
ッ
ド
〕）
を
創
設
す
る
首

脳
会
議
の
開
催
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
を
主
導
し
た
。

四
ヶ
国
首
脳
（
ア
メ
リ
カ
・
バ
イ
デ
ン
大
統
領
、
イ
ン
ド
・
モ
デ
ィ
総
理
大
臣
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
モ
リ
ソ
ン
総
理
大
臣
、
日
本
・
菅
義

偉
総
理
大
臣
）
が
二
〇
二
一
年
三
月
一
三
日
に
発
表
し
た
「
共
同
声
明
」
は
、「
我
々
は
、『
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
』
の
た

め
の
共
通
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
下
で
結
束
し
て
い
る
。
自
由
で
開
か
れ
、
包
摂
的
で
健
全
で
、
民
主
的
価
値
に
支
え
ら
れ
、
威
圧
に
よ
っ
て

制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
地
域
の
た
め
に
尽
力
す
る
」。「
経
済
回
復
を
加
速
化
さ
せ
地
球
規
模
の
健
康
に
役
立
た
せ
る
た
め
、
安
全
か
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つ
手
頃
な
価
格
で
有
効
な
ワ
ク
チ
ン
の
生
産
と
公
平
な
ア
ク
セ
ス
を
拡
大
す
べ
く
力
を
合
せ
る
。
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
な
ど
と

連
携
の
下
、
イ
ン
ド
太
平
洋
へ
の
ワ
ク
チ
ン
の
公
平
な
ア
ク
セ
ス
を
強
化
す
べ
く
協
働
す
る
」。「
気
候
変
動
が
世
界
的
な
優
先
課
題
で

あ
る
と
の
認
識
の
下
で
団
結
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
予
定
さ
れ
て
い
る
国
連
気
候
変
動
枠
組
み
条
約
第
（6
回
締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
（6
）

の
成
功
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
」。「
東
シ
ナ
海
、
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
ル
ー
ル
に
基
づ
く
海
洋
秩
序
に
対
す
る
挑
戦
に
対
応
す
る
べ
く
、

海
洋
安
全
保
障
を
含
む
協
力
を
促
進
す
る
。
国
際
連
合
・
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
従
っ
た
北
朝
鮮
の
完
全
な
非
核
化
へ
の
我
々
の
関

与
を
再
確
認
し
、
日
本
人
拉
致
問
題
の
即
時
の
解
決
の
必
要
性
を
確
認
す
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
民
主
主
義
を
回
復
さ
せ
る
喫
緊

の
必
要
性
を
強
調
す
る
」。「
ワ
ク
チ
ン
供
給
、
重
要
・
新
興
技
術
、
気
候
変
動
の
3
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
作
業
部
会
を
発
足
さ
せ
る
」。

「
専
門
家
と
高
官
は
定
期
的
に
会
議
を
開
催
し
続
け
、
外
相
た
ち
は
少
な
く
と
も
年
に
一
度
は
会
合
す
る
。
首
脳
レ
ベ
ル
で
は
、
二
〇

二
一
年
末
ま
で
に
対
面
の
会
議
を
開
催
す
る）26
（

」
な
ど
を
明
記
し
て
い
る
。

中
国
を
包
囲
す
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
同
盟
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

バ
イ
デ
ン
大
統
領
政
権
が
「
中
国
戦
争
」
の
準
備
を
始
め
た
も
と
で
、
自
か
ら
の
政
権
の
支
持
を
求
め
て
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
と
の

「
首
脳
会
談
」
を
持
ち
掛
け
た
菅
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
〇
二
一
年
四
月
一
六
日
に
、「
首
脳
会
談
」
を
開
催
し
て
も
ら
い
、「
新
た
な

時
代
に
お
け
る
日
米
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
と
題
す
る
「
共
同
声
明
」（
後
掲
「
資
料
」
参
照
）
を
授
か
っ
た
。

菅
内
閣
総
理
大
臣
は
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
政
権
に
、
次
の
よ
う
な
重
大
な
こ
と
を
約
束
し
た
。

第
一
は
、
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
の
実
現
の
た
め
に
「
米
日
核
同
盟
」
を
一
層
強
化
し
、
日
本
の
防
衛
力
も
一
層
強
化
し
、

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
「
台
湾
海
峡
の
平
和
と
安
定
」
を
築
く
た
め
の
戦
争
に
参
戦
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
沖
縄
県
名
護
市
辺
野
古
に
お
け
る
米
軍
基
地
建
設
を
、
普
天
間
飛
行
場
の
継
続
的
な
使
用
を
回
避
す
る
唯
一
の
解
決
策
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。
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第
三
に
、
反
中
国
「
半
導
体
」
同
盟
を

形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
は
、

「
二
一
世
紀
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制

に
基
づ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
従
属
し
て
、

ア
メ
リ
カ
が
起
す
「
中
国
戦
争
」
に
国
力

と
国
民
を
総
動
員
し
て
参
戦
す
る
国
家
社

会
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
構
築
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
且
つ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主

義
と
な
っ
た
日
本
資
本
主
義
を
、
世
界
の

経
済
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
巨
大
資
本

主
義
に
昇
華
さ
せ
る
た
め
に
（「
第
三
表
」

参
照
）、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
日
本
資
本
主

義
が
活
用
で
き
る
国
家
社
会
を
形
成
し
よ

う
と
し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
並

び
に
、
ア
メ
リ
カ
の
許
容
の
も
と
で
、
グ

ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
と
な
っ
た
日
本
資
本

主
義
が
世
界
中
に
進
出
さ
せ
て
い
る
日
本

第三表　世界の大企業500社の国別順位
（米誌フォーチュン調査、売上高ベース）

21（7年 21（8年 21（9年
順位 国名 企業数（％） 順位 国名 企業数（％） 順位 国名 企業数（％）

（ アメリカ （26（25％） （ アメリカ （2（（24％） （ アメリカ （2（（24％）
2 中国 （13（21％） 2 中国 （（2（22％） 2 中国 （（7（23％）
3 日本 52（（1％） 3 日本 52（（1％） 3 日本 53（（1％）
4 ドイツ 32（ 6 ％） 4 フランス 3（（ 6 ％） 4 フランス 3（（ 6 ％）
5 フランス 28（ 5 ％） 5 ドイツ 29（ 5 ％） 5 ドイツ 27（ 5 ％）
6 イギリス （9＋ 1 ＋①

（ 4 ％）
6 イギリス （6＋ 1

（ 3 ％）
6 イギリス 2（＋ 2

（ 4 ％）
7 韓国 （4（ 2 ％）

7 韓国 （6（ 3 ％） 7 韓国 （6（ 3 ％） 7 スイス （4（ 2 ％）
8 オランダ （4＋ 1

（ 3 ％）
8 スイス （4（ 2 ％） 8 カナダ （3（ 2 ％）

9 スイス （4（ 2 ％） 9 カナダ （3（ 2 ％） 9 オランダ  9＋ 2
（ 2 ％）

（1 カナダ （2（ 2 ％） （1 オランダ  9＋ 1
（ 2 ％）

（1 スペイン 9 （ （ ％）

合計 511 合計 511 合計 511

（註）　21（7年のイギリスの 1 は、オランダとの、①は、オーストラリアとの合弁企業。21（8
年のイギリスの 1 は、オランダとの合弁企業。21（9年のイギリスの 2 は、オランダと
の合弁企業。

（出所）　共同通信社版『世界年鑑21（9』（21（9年 3 月刊）・59（-597頁。同『世界年鑑2121』
（2121年 3 月刊）・592-598頁。同『世界年鑑212（』（212（年 3 月刊）・592-598頁。
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第四表　海外進出日本企業数（2020年10月現在）

国　　　名
現地法
人数

進 出
日 本
企 業
数

国　　　名
現 地
法 人
数

進 出
日 本
企 業
数

国　　　名
現 地
法 人
数

進 出
日 本
企 業
数

全世界 32,938 5,387 ベルギー （82 （35 ユタ （3 （2
ルクセンブルク 34 29 バーモント 2 2

アジア 20,577 ― フランス 437 322 バージニア 29 26
韓国 976 77（ モナコ （ （ ワシントン （13 86
中国 6,985 3,（72 ドイツ 933 6（2 ウェストバージニア 6 6

北京市 381 3（1 スイス （（1 93 ウィスコンシン 27 26
天津市 259 221 ポルトガル 4（ 35 ワイオミング （ 2
上海市 2,451 （,799 スペイン 221 （64 ワシントン D. C. 4 4
重慶市 5（ 46 イタリア 269 2（4
河北省 54 53 フィンランド 53 5（ 中南米 1,613 ―
山西省 （ （ ポーランド （29 （（（ メキシコ 623 5（2
内蒙古自治区 6 7 ロシア （87 （56 グアテマラ 7 7
遼寧省 395 322 オーストリア 65 58 ホンジュラス （ （
吉林省 35 36 チェコ （25 （（3 エルサルバドル 3 3
黒龍江省 5 6 ハンガリー 7（ 65 ニカラグア （ （
江蘇省 （,（74 91（ セルビア 6 6 コスタリカ 6 6
浙江省 335 279 ギリシャ （7 （6 パナマ 81 43
安徽省 59 56 ルーマニア 3（ 27 バミューダ（英） （7 （4
福建省 8（ 79 ブルガリア （2 （（ バハマ （6 9
江西省 （8 （6 キプロス （ （ ジャマイカ 3 3
山東省 296 247 トルコ （（3 97 トリニダード・トバゴ （ （
河南省 25 22 エストニア 5 5 ドミニカ共和国 3 3
湖北省 （26 （（4 ラトビア （ （ プエルトリコ（米） 7 7
湖南省 22 25 リトアニア 3 3 アンティル（蘭） 3 3
広東省 （,（（4 815 ウクライナ （7 （4 ケイマン諸島（英） 53 35
広西壮族自治区 （（ （（ モルドバ （ （ バージン諸島（英） 33 35
海南省 2 2 スロバキア 31 29 コロンビア 4（ 41
四川省 45 49 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 3 ベネズエラ 2（ 2（
貴州省 2 2 モンテネグロ （ （ エクアドル （6 7
雲南省 9 3 スロベニア 8 8 ペルー 37 28
陝西省 24 23 クロアチア 7 7 ボリビア 3 3
寧夏回族自治区 5 4 リヒテンシュタイン （ （ チリ （18 61
新疆ウイグル自治区 （ （ ブラジル 472 335

香港（中国） （,286 （,167 北米 4,603 ― パラグアイ 3 4
マカオ（中国） （（ （2 カナダ 367 285 ウルグアイ 8 8
台湾 （,（83 997 アメリカ 4,236 2,136 アルゼンチン 47 4（
モンゴル （2 （6 アラバマ 39 38
ベトナム （,358 （,（15 アラスカ （ （ アフリカ 211 ―
タイ 2,72（ （,921 アリゾナ 26 24 モロッコ 2（ （6
シンガポール （,549 （,（43 アーカンソー 9 7 アルジェリア 2 2
マレーシア （,143 762 カリフォルニア （,142 753 チュニジア 8 6
ブルネイ 4 5 コロラド 27 （9 リビア （ （
フィリピン 658 511 コネティカット 25 （7 エジプト 21 （8
インドネシア （,391 （,（（2 デラウェア 216 （21 セネガル 3 3
カンボジア （（8 （（1 フロリダ 64 46 リベリア 2 2
ラオス 28 27 ジョージア （3（ （12 コートジボワール 3 3
ミャンマー （67 （57 ハワイ （18 84 ガーナ （1 7
インド 958 759 アイダホ （ （ ブルキナファソ （ （
パキスタン 27 26 イリノイ 294 251 ナイジェリア 21 （8
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多
国
籍
企
業
（「
第
四
表
」
参
照
）
や
日
本
投

機
マ
ネ
ー
を
ま
も
る
た
め
の
侵
略
戦
争
を
実

行
で
き
る
国
家
社
会
を
形
成
し
よ
う
と
し
て

構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
家
社
会
が
機
能
す
る
時
、

日
本
資
本
主
義
は
、
他
国
を
経
済
的
・
政
治

的
・
文
化
的
に
支
配
し
、
世
界
の
政
治
と
経

済
に
影
響
を
与
え
る
帝
国
主
義
（
対
米
従
属

的
帝
国
主
義
）
に
転
化
す
る
。

「
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
を
構
築
す

る
目
的
は
、
日
本
の
国
家
社
会
を
、
非
戦
・

非
武
装
・
対
話
・
永
久
平
和
主
義
を
実
践
す

る
国
家
社
会

―「『
第
九
条
』
の
国
」
か
ら
、

「
二
一
世
紀
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
に

基
づ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
主
義
的
世
界

支
配
を
ま
も
る
侵
略
戦
争
を
世
界
中
で
展
開

す
る
国
家
社
会

―「『
安
保
』
の
国
」
に
転

換
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
し

スリランカ 34 25 インディアナ （25 （15 ニジェール （ （
モルディブ （ （ アイオワ （1 （1 アンゴラ 2 2
バングラデシュ 48 43 カンザス （4 （3 エチオピア （ （
ネパール 3 3 ケンタッキー （17 （12 ケニア （3 （3
アゼルバイジャン （ （ ルイジアナ 8 （（ ウガンダ 3 3
カザフスタン （3 （3 メリーランド （8 （6 タンザニア （ （
キルギス （ （ マサチューセッツ （（8 91 モザンビーク 2 4
ジョージア 2 （ ミシガン 222 （75 マダガスカル 4 3

ミネソタ 3（ 24 モーリシャス 2 2
中近東 259 ― ミシシッピ （1 8 ナミビア （ （
イラン 5 5 ミズーリ 25 2（ 南アフリカ 88 78
バーレーン （（ 9 モンタナ （ （ ザンビア （ （
サウジアラビア 5（ 45 ネブラスカ （1 9 エスワティニ （ （
クウェート 6 5 ネバダ 29 25
カタール （（ （（ ニューハンプシャー （1 8 オセアニア 813 ―
オマーン 6 6 ニュージャージー （7（ （37 オーストラリア 644 363
イスラエル 28 27 ニューメキシコ （ （ パプアニューギニア 3 3
ヨルダン 2 2 ニューヨーク 399 26（ ニュージーランド （（7 95
レバノン 4 5 ノースカロライナ 8（ 66 サモア 3 3
アラブ首長国連邦 （35 （（（ ノースダコタ （ （ フィジー 2 2

オハイオ （97 （64 ソロモン諸島 （ （
ヨーロッパ 4 ,862 ― オクラホマ 9 8 ニュー・カレドニア（仏） 3 3
ノルウェー 43 36 オレゴン 52 52 グアム（米） 29 24
スウェーデン （1（ 93 ペンシルベニア 5（ 42 米領サモア （ （
デンマーク 6（ 52 ロードアイランド 3 3 パラオ （ 2
イギリス 967 547 サウスカロライナ 33 31 ミクロネシア 4 4
アイルランド 5（ 4（ テネシー 81 64 サイパン（北マリアナ連邦） 5 5
オランダ 525 3（（ テキサス 262 （72

（原注） 　 （ ）「現地法人編」本文中に掲載している現地法人について集計。 2 ）現地法人数…
日本企業が出資している海外（各国・地域）に所在する法人数。 3 ）進出日本企業数
…海外（各国・地域）に出資先の現地法人がある日本企業数。 4 ）国別の進出日本企
業は、同一国内で複数の現地法人へ出資している場合も （ 社としてカウントした。

（出所）　東洋経済新報社「海外進出企業総覧　212（（国別編）」（212（年 4 月刊）・（1頁。
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て
、「『
安
保
』
の
国
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
日
本
資
本
主
義
を
、
対
外
的
な
侵
略
支
配
と
対
内
的
な
デ
ジ
タ
ル
独
裁
を

国
家
を
媒
介
に
し
て
実
行
す
る
日
本
帝
国
主
義
に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
は
、「
二
一
世
紀
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
が
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「『
安
保
』
デ
ジ

タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

「『
安
保
』
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
標
識
は
、（
Ⅰ
）
ⓐ
強
大
な
軍
事
・
警
察
＝
検
察
・
官
僚
機
構
を
柱
と
す
る
中
央
行
政
権

力
専
制
型
デ
ジ
タ
ル
統
治
機
構
と
、
ⓑ
侵
略
す
る
「
軍
」
と
、
ⓒ
「『
安
保
』
反
対
派
」
の
い
な
い
「
安
保
」
翼
賛
議
会
と
、
ⓓ
「
安

保
」
翼
賛
裁
判
所
と
、
ⓔ
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
し
た
政
党
と
、
ⓕ
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
し
た
財
界
及
び
大
企
業
を
持
ち
、（
Ⅱ
）
反
共
産
主
義
化・

反
民
主
主
義
化
・
国
粋
主
義
化
・
排
外
主
義
化
・
親
権
力
化
し
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
労
働
組
合
や
宗
教
団
体
や
社
会
団
体
及
び
暴
力

集
団
を
協
力
隊
と
し
て
持
ち
、（
Ⅲ
）
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
動
か
す
人
間
・
社
会
関
係
を
持
ち
、（
Ⅳ
）
デ
ジ
タ
ル
で
動
く
人
間
・
社
会
関
係

を
持
ち
、（
Ⅴ
）
天
皇
を
そ
れ
の
精
神
的
統
括
者
の
地
位
に
置
く
、（
Ⅵ
）
米
国
至
上
主
義
型
米
日
核
軍
事
・
経
済
同
盟
体
制
を
基
礎
と

す
る
対
米
従
属
の
「
日
本
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
で
あ
る
。

註（
（
）　

世
界
保
健
機
関
（W

orld H
ealth O

rganization

：W
H

O
）
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
一
一
日
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
肺
炎
）
を

C

コ
ビ
ッ
ド

O
V

ID
-（9

と
命
名
し
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
一
日
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
宣
言
し
た
。

世
界
初
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
は
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
八
日
、
中
国
・
湖
北
省
・
武
漢
市
の
病
院
で
確
認
さ
れ
た
。

日
本
国
で
は
、
二
〇
二
〇
年
一
月
一
五
日
に
、
初
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
（
中
国
・
武
漢
市
を
訪
れ
て
い
た
神
奈
川
県
在
住
の
中
国
人
男

性
）
が
確
認
さ
れ
た
。

（
2
）　
「
官
報　

号
外　

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日　

第
二
百
三
回
国
会　

衆
議
院
会
議
録　

第
一
号
㈠
」（
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
・
月
曜
日
）・
三
―

六
頁
。
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（
3
）　

ウ
ル
リ
ヒ
・
ヘ
ル
ベ
ル
ト
（
小
野
寺
拓
也
訳
）『
第
三
帝
国　

あ
る
独
裁
の
歴
史
』・
角
川
新
書
・
二
〇
二
一
年
・
一
五
〇
―
一
五
二
頁
。

（
4
）　

前
掲
・
ヘ
ル
ベ
ル
ト
『
第
三
帝
国　

あ
る
独
裁
の
歴
史
』・
八
八
頁
。

（
5
）　

大
澤
武
男
『
ヒ
ト
ラ
ー
と
ユ
ダ
ヤ
人
』・
講
談
社
現
代
新
書
・
一
九
九
六
年
・
二
一
九
―
二
二
二
頁
。

前
掲
・
ヘ
ル
ベ
ル
ト
『
第
三
帝
国　

あ
る
独
裁
の
歴
史
』・
一
九
〇
頁
、
二
四
七
頁
。

（
6
）　

日
本
に
お
い
て
は
、
中
国
（
中
華
民
国
）
を
侵
略
す
る
た
め
の
「
日
中
戦
争
」
の
開
始
（
一
九
三
七
年
七
月
七
日
）
後
、「
国
家
総
動
員
法
」
が
制

定
（
一
九
三
八
年
三
月
二
二
日
）・
公
布
（
一
九
三
八
年
四
月
一
日
）
さ
れ
、
そ
し
て
、「
新
体
制
」（
ド
イ
ツ
を
手
本
と
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
）
の
確

立
を
提
唱
（
一
九
四
〇
年
六
月
二
四
日
）
す
る
近
衛
文
麿
氏
を
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
「
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
」
が
軍
部
の
力
で
成
立
し
（
一
九
四
〇

年
七
月
二
二
日
）、
加
え
て
、
日
本
人
を
侵
略
戦
争
に
動
員
す
る
た
め
の
軍
部
・
官
僚
主
導
の
公
的
組
織
で
あ
る
「
大
政
翼
賛
会
」（
内
閣
総
理
大
臣
が
総

裁
、
天
皇
の
戦
争
政
治
を
助
け
る
会
）
が
発
足
（
一
九
四
〇
年
一
〇
月
一
二
日
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
軍
国
主
義
（
天
皇
制
・
軍
部
フ
ァ
シ
ズ
ム
、

組
織
独
裁
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
）
と
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
展
開
さ
れ
た
。

軍
国
主
義
（m

ilitarism

）
と
は
、
国
の
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
軍
事
化
が
形
成
さ
れ
、
国
全
体
を
一
つ
の
巨
大
な
軍
隊
に
し
て
、
軍
事
的
価
値
に

従
属
す
る
兵
士
と
し
て
の
全
国
民
と
全
組
織
を
侵
略
戦
争
に
動
員
す
る
、
そ
の
場
合
、
侵
略
戦
争
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
民
主
主
義
的
な
も
の
は
す
べ
て

鎮
圧
し
て
い
く
、
全
体
主
義
的
反
共
産
主
義
・
反
民
主
主
義
専
制
政
治
体
系
で
あ
る
。

な
お
、「
新
体
制
」
が
提
唱
さ
れ
る
と
、
政
党
は
、
弾
圧
壊
滅
（
一
九
三
五
年
三
月
四
日
）
の
日
本
共
産
党
を
除
い
て
、「
新
体
制
」
の
も
と
で
の
新
し

い
政
党
の
樹
立
を
め
ざ
し
て
、
す
べ
て
自
主
解
党

―
一
九
四
〇
年
七
月
六
日
に
、
社
会
大
衆
党
が
解
党
。
一
九
四
〇
年
七
月
一
六
日
（
久
原
派
）・
三

〇
日
（
中
島
派
）
に
、
政
友
会
が
解
党
。
一
九
四
〇
年
八
月
一
五
日
に
、
民
政
党
が
解
党

―
し
た
。
だ
が
、
新
し
い
政
党
は
、
樹
立
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
解
党
し
た
政
党
の
構
成
員
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
大
政
翼
賛
会
」
に
合
流
し
た
。

「
大
政
翼
賛
会
」
は
、「
大
日
本
産
業
報
国
会
」（
一
九
四
〇
年
一
一
月
二
三
日
結
成
。
一
九
三
二
年
六
月
二
九
日
設
置
の
特
別
高
等
警
察
〔
思
想
取
り

締
り
警
察
、
特
高
と
呼
ば
れ
た
〕
が
指
揮
し
た
資
本
家
・
労
働
者
一
体
の
戦
争
協
力
の
た
め
の
官
製
労
働
組
織
。
こ
れ
が
結
成
さ
れ
た
時
、
す
べ
て
の
労

働
組
合
は
解
散
さ
せ
ら
れ
た
）、「
大
日
本
壮
年
団
連
盟
」（
一
九
四
一
年
三
月
二
一
日
結
成
。
大
政
翼
賛
運
動
を
地
方
地
域
で
実
践
す
る
組
織
）、「
大
日

本
婦
人
会
」（
一
九
四
二
年
二
月
二
日
結
成
。
戦
争
協
力
の
た
め
の
官
製
婦
人
組
織
）、「
農
業
報
国
連
盟
」（
一
九
三
八
年
一
一
月
二
日
結
成
。
戦
争
協
力

の
た
め
の
官
製
農
民
組
織
）、「
商
業
報
国
会
」（
一
九
四
〇
年
一
一
月
二
一
日
結
成
。
戦
争
協
力
の
た
め
の
官
製
商
業
者
組
織
）、「
日
本
文
学
報
国
会
」

（
一
九
四
二
年
五
月
二
六
日
結
成
）・「
大
日
本
言
論
報
国
会
」（
一
九
四
二
年
一
二
月
二
三
日
結
成
）

―
官
製
の
文
学
者
・
文
化
人
の
戦
争
動
員
組
織
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―
な
ど
を
統
率
し
、
更
に
、
部
落
会
・
町
内
会
・
隣
組
も
支
配
下
に
置
き
、
全
国
民
を
侵
略
戦
争
に
動
員
し
た
。

（
7
）　

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
本
質
と
イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
・
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ
選
集
編
集
委
員

会
編
訳
『
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ
選
集　

第
２
巻
』・
大
月
書
店
・
一
九
七
二
年
所
収
の
全
著
作
（
特
に
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
攻
勢
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
反
対
し
労

働
者
階
級
の
統
一
を
め
ざ
す
闘
争
に
お
け
る
共
産
主
義
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
任
務

―
一
九
三
五
年
八
月
二
日
、
共
産
主
義
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
第
七

回
大
会
に
お
け
る
報
告

―
」〔
通
称
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
一
戦
線
」〕）、
丸
山
眞
男
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
諸
問
題
」、
丸
山
眞
男
『
增
補
版　

現
代
政
治
の

思
想
と
行
動
』・
未
來
社
・
一
九
六
四
年
所
収
、
ア
ン
リ
・
ミ
シ
ェ
ル
（
長
谷
川
公
昭
訳
）『
フ
ァ
シ
ズ
ム
』・
白
水
社
・
一
九
七
八
年
、
ワ
ル
タ
ー
・
ラ

カ
ー
（
柴
田
敬
二
訳
）『
フ
ァ
シ
ズ
ム

―
昨
日
・
今
日
・
明
日

―
』・
刀
水
書
房
・
一
九
九
七
年
、
山
口　

定
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
』・
有
斐
閣
・
一
九
七

九
年
（
山
口　

定
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
』・
岩
波
現
代
文
庫
版
・
二
〇
〇
六
年
）、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
（
池
田
香
代
子
訳
）『
夜
と
霧　

新

版
』・
み
す
ず
書
房
・
二
〇
〇
二
年
、
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ク
ス
ト
ン
（
瀬
戸
岡
紘
訳
）『
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
解
剖
学
』・
桜
井
書
店
・
二
〇
〇
九
年
、
エ
ン
ツ

ォ
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
（
柱
本
元
彦
訳
）『
全
体
主
義
』・
平
凡
社
新
書
・
二
〇
一
〇
年
、
ケ
ヴ
ィ
ン
・
パ
ス
モ
ア
（
福
井
憲
彦
訳
）『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
何

か
』・
岩
波
書
店
・
二
〇
一
六
年
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
新
版　

全
体
主
義
の
起
源
』・
み
す
ず
書
房
・
二
〇
一
七
年

―『
１　

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』

（
大
久
保
和
郎
訳
）・『
２　

帝
国
主
義
』（
大
島
通
義
・
大
島
か
お
り
訳
）・『
３　

全
体
主
義
』（
大
久
保
和
郎
・
大
島
か
お
り
訳
）

―
、
ジ
ェ
イ
ソ

ン
・
ス
タ
ン
リ
ー
（
棚
橋
志
行
訳
）『
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
』・
青
土
社
・
二
〇
二
〇
年
、
田
野
大
輔
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
教
室
』・

大
月
書
店
・
二
〇
二
〇
年
、
井
口
文
男
『
イ
タ
リ
ア
憲
法
史
』・
有
信
堂
高
文
社
・
一
九
九
八
年
、
ポ
ー
ル
・
ギ
シ
ョ
ネ
（
長
谷
川
公
昭
訳
）『
ム
ッ
ソ
リ

ー
ニ
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』・
白
水
社
・
一
九
七
四
年
、
山
田　

晟
『
ド
イ
ツ
近
代
憲
法
史
』・
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
六
三
年
、
ク
ロ
ー
ド
・
ダ
ヴ
ィ
ド

（
長
谷
川
公
昭
訳
）『
ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
』・
白
水
社
・
一
九
七
一
年
、
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ス
（
片
岡
啓
治
訳
）『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ッ
ツ
収
容
所
』・
講
談

社
学
術
文
庫
・
一
九
九
九
年
、
村
瀬
興
雄
『
ナ
チ
ズ
ム

―
ド
イ
ツ
保
守
主
義
の
一
系
譜

―
』・
中
公
新
書
・
一
九
六
八
年
、
大
澤
武
男
『
ヒ
ト
ラ
ー

と
ユ
ダ
ヤ
人
』・
講
談
社
現
代
新
書
・
一
九
九
六
年
、
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
（
深
町
眞
理
子
訳
）『
ア
ン
ネ
の
日
記　

増
補
新
訂
版
』・
文
春
文
庫
・
二
〇

〇
三
年
、
マ
ー
シ
ャ
・
ロ
リ
ニ
カ
イ
テ
（
清
水
陽
子
訳
）『
マ
ー
シ
ャ
の
日
記

―
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
き
の
び
た
少
女
』・
新
日
本
出
版
社
・
二
〇
一
七

年
、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヘ
ル
ベ
ル
ト
（
小
野
寺
拓
也
訳
）『
第
三
帝
国　

あ
る
独
裁
の
歴
史
』・
角
川
新
書
・
二
〇
二
一
年
、
望
田
幸
男
『
ネ
オ
ナ
チ
の
ド
イ
ツ

を
読
む
』・
新
日
本
出
版
社
・
一
九
九
四
年
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
モ
ロ
ウ
（
山
内
明
訳
）『
ス
ペ
イ
ン
の
革
命
と
反
革
命
』・
現
代
思
潮
社
・
一
九
六
六
年
、

ア
ン
ト
ニ
ー
・
ビ
ー
ヴ
ァ
ー
（
根
岸
隆
夫
訳
）『
ス
ペ
イ
ン
内
戦　

１
９
３
６
―
１
９
３
９
』（
上
・
下
）・
み
す
ず
書
房
・
二
〇
一
一
年
、
丸
山
眞
男

「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
と
運
動
」、
前
掲
・
丸
山
眞
男
『
增
補
版　

現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
所
収
、
安
部
博
純
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
序



6（　　 デジタル・ファシズム（金子　勝）

説
』・
未
來
社
・
一
九
七
五
年
、
大
藪
龍
介
『
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム　

昭
和
戦
争
期
の
国
家
体
制
を
め
ぐ
っ
て
』・
社
会
評
論
社
・
二
〇
二
〇
年
な
ど
が
参

考
に
な
る
。

（
8
）　

中
村
義
孝
編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
』・
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
三
年
・
一
六
頁
。

（
9
）　

社
会
権
（droits sociaux

〔
フ
ラ
ン
ス
語
〕）
と
は
、
社
会
全
体
（
社
会
全
体
を
代
表
す
る
国
家
・
自
治
体
）
か
ら
経
済
的
・
精
神
的
・
文
化
的
援

助
を
受
け
る
権
利
（
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
一
人
が
国
家
・
自
治
体
・
団
体
・
他
者
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
権

利
）
で
あ
り
、
且
つ
、
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
荒
廃
す
る
共
同
社
会
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
権
利
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
生
活
権
（
食
べ
る
こ
と
・
着
る
こ
と
・
住
む
こ
と
・
暇
を
も
つ
こ
と
・
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
）〔
第
二
五
条
〕、
教
育

権
＝
学
ぶ
権
利
〔
第
二
六
条
〕、
労
働
権
〔
第
二
七
条
〕、
労
働
基
本
権
（
団
結
権

―
労
働
組
合
結
成
権
・
団
体
交
渉
権
・
団
体
行
動
権

―
ス
ト
ラ
イ

キ
権
等
）〔
第
二
八
条
〕
を
保
障
し
て
い
る
。

世
界
の
憲
法
で
は
、
環
境
権
、
ス
ポ
ー
ツ
権
も
、
保
障
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
一
九
九
三
年
一
二
月
一
二
日
制
定
の
「
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
」）。

（
（1
）　

高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集　

第
６
版
』・
信
山
社
・
二
〇
一
〇
年
・
一
四
五
頁
。

（
（（
）　

二
〇
〇
六
年
六
月
三
〇
日
付
「
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）」、
防
衛
庁
編
『
平
成
（8
年
版　

日
本
の
防
衛

―
防
衛
白
書

―
』・
株
式
会
社
ぎ
ょ
う
せ

い
・
二
〇
〇
六
年
・
三
七
〇
―
三
七
一
頁
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（2
）　
「
地
球
的
規
模
で
の
協
力
の
た
め
の
日
米
同
盟
」
を
実
行
す
る
た
め
に
二
〇
一
五
年
四
月
二
七
日
に
作
成
さ
れ
た
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
は
、
次
の
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（
そ
の
全
文
を
掲
載
し
た
二
〇
一
五
年
四
月
二
八
日
付
「
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）」、
防
衛
省
編

「
平
成
28
年
版　

日
本
の
防
衛

―
防
衛
白
書

―
」・
日
経
印
刷
株
式
会
社
・
二
〇
一
六
年
・
四
二
〇
―
四
二
六
頁
を
利
用
）。

⑴　

平
時
か
ら
緊
急
事
態
ま
で
の
い
か
な
る
状
況
に
も
対
処
し
う
る
防
衛
協
力
体
制
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
及
び
こ
れ
を
超
え
た
地

域
が
安
定
し
、
平
和
で
繁
栄
し
た
も
の
と
な
る
た
め
の
防
衛
協
力
体
制
を
構
築
す
る
（
Ⅰ　

防
衛
協
力
と
指
針
の
目
的
）。

⑵　

平
時
か
ら
緊
急
事
態
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
軍
事
協
力
体
制
を
統
制
す
る
ア
メ
リ
カ
主
導
の
「
同
盟
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（「
第
三
図
」
参

照
）
を
設
置
す
る
（
Ⅲ　

強
化
さ
れ
た
同
盟
内
の
調
整
）。

⑶　

日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
、
自
衛
隊
は
、
日
本
及
び
そ
の
周
辺
海
空
域
並
び
に
海
空
域
の
接
近
経
路
に
お
け
る
防
勢
作
戦
を
主
体

的
に
実
施
す
る
。
米
国
は
、
日
本
と
緊
密
に
調
整
し
、
適
切
な
支
援
を
行
う
。
米
軍
は
、
日
本
を
防
衛
す
る
た
め
、
自
衛
隊
を
支
援
し
及
び
補
完
す
る

（
Ⅳ　

日
本
の
平
和
及
び
安
全
の
切
れ
目
の
な
い
確
保
、
Ｃ　

日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
）。
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第
三
図
　「
同
盟
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
AC
M
）」（
2015年

11月
3
日
設
置
）
の
構
造

閣
僚

レ
ベ

ル
を

含
む

二
国

間
の

上
位

レ
ベ

ル

必
要

に
応

じ
て

日
米

合
同

委
員

会
（

JC
）

Joint C
om

m
ittee

相互調整・情報交換など

同
盟

調
整

グ
ル

ー
プ

（
AC

G
）

Alliance C
oordination G

roup
日

本
側

外
務

省
北

米
局

長
（

代
表

）

米
　

側
在

日
米

軍
副

司
令

官
（

代
表

）
局

長
級

課
長

級

担
当

級

日
本

側
内

閣
官

房
（

国
家

安
全

保
障

局
を

含
む

。）、
外

務
省

、
防

衛
省

・
自

衛
隊

、
関

係
省

庁
（

注
）の

代
表

（
注

）
必

要
に

応
じ

て
参

加

米
　

側
国

家
安

全
保

障
会

議
（

注
）、

国
務

省
（

注
）、

在
日

米
大

使
館

、
国

防
省

国
防

長
官

府
（

注
）、

統
合

参
謀

本
部

（
注

）、
太

平
洋

軍
司

令
部

（
注

）、
在

日
米

軍
司

令
部

、
関

係
省

庁
（

注
）の

代
表

（
注

）：
必

要
に

応
じ

て
参

加
日

米
地

位
協

定
の

実
施

に
関

し
て

相
互

間
の

協
議

を
必

要
と

す
る

全
て

の
事

項
に

関
す

る
政

策
面

の
調

整
〇

自
衛

隊
及

び
米

軍
の

活
動

に
関

し
て

調
整

を
必

要
と

す
る

全
て

の
事

項
に

関
す

る
政

策
面

の
調

整
〇

切
れ

目
の

な
い

対
応

を
確

保
す

る
た

め
、

A
CGは

、
JCと

緊
密

に
調

整
相

互
調

整
・

情
報

交
換

な
ど

共
同

運
用

調
整

所
（

BO
C

C
）

Bilateral O
perations C

oordination C
enter

日
本

側
統

合
幕

僚
監

部
、

陸
上

・
海

上
・

航
空

幕
僚

監
部

の
代

表
米

　
側

太
平

洋
軍

司
令

部
、

在
日

米
軍

司
令

部
の

代
表

自
衛

隊
及

び
米

軍
の

活
動

に
関

す
る

運
用

面
の

調
整

を
実

施
す

る
第

一
義

的
な

組
織

相
互

調
整

・
情

報
交

換
な

ど
各

自
衛

隊
及

び
米

軍
各

軍
間

の
調

整
所

（
C

C
C

s）
C

om
ponent C

oordination C
enters

日
本

側
陸

上
・

海
上

・
航

空
各

自
衛

隊
の

代
表

米
　

側
各

軍
の

構
成

組
織

の
代

表
〇

各
自

衛
隊

及
び

米
軍

各
軍

レ
ベ

ル
の

二
国

間
調

整
を

促
進

〇
適

切
な

場
合

、
日

米
各

々
又

は
双

方
が

統
合

任
務

部
隊

を
設

置
し

、
さ

ら
に

CCCsを
設

置
す

る
場

合
が

あ
る

。
A

CM
：

A
lliance Coordination M

echanism
（

出
所

）　
防

衛
省

編
『

平
成

28年
版

　
日

本
の

防
衛

―
防

衛
白

書
―

』・
日

経
印

刷
株

式
会

社
・

21（6年
・

246-247頁
。
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⑷　

米
国
又
は
第
三
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
対
処
す
る
た
め
、
日
米
両
国
は
、
当
該
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
を
と
っ
て
い
る
他
国
と
適
切
に
協
力
す

る
（
Ⅳ　

日
本
の
平
和
及
び
安
全
の
切
れ
目
の
な
い
確
保
、
Ｄ　

日
本
以
外
の
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
）。

⑸　

自
衛
隊
は
、
日
本
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
日
本
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及

び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
事
態
に
対
処
し
、
日
本
の
存
立
を
全
う
し
、
日
本
国
民
を
守
る
た
め
、
武
力
の
行
使

を
伴
う
適
切
な
作
戦
を
実
施
す
る
。
自
衛
隊
及
び
米
軍
は
、
各
々
の
能
力
及
び
利
用
可
能
性
に
基
づ
き
、
柔
軟
か
つ
適
時
に
後
方
支
援
を
相
互
に
行
う

（
Ⅳ　

日
本
の
平
和
及
び
安
全
の
切
れ
目
の
な
い
確
保
、
Ｄ　

日
本
以
外
の
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
）。

⑹　

日
米
両
政
府
の
各
々
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
及
び
こ
れ
を
越
え
た
地
域
の
平
和
及
び
安
全
の
た
め
の
国
際
的
な
活
動
に
参
加
す
る
。
そ
の
場
合
、

相
互
に
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
と
緊
密
に
協
力
す
る
（
Ⅴ　

地
域
の
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
和
と
安
全
の
た
め
の
協
力
）。

⑺　

日
米
両
政
府
は
、宇
宙
空
間
及
び
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
安
全
及
び
安
定
の
た
め
に
協
力
す
る
（
Ⅵ　

宇
宙
及
び
サ
イ
バ
ー
空
間
に
関
す
る
協
力
）。

⑻　

日
米
両
国
政
府
は
、
安
全
保
障
及
び
防
衛
協
力
の
基
盤
の
強
化
に
取
り
組
む
。
装
備
品
の
共
同
研
究
・
開
発
・
生
産
を
行
う
。
情
報
協
力
・
情
報
共

有
を
強
化
す
る
。
研
究
・
教
育
機
関
間
の
交
流
を
強
化
す
る
（
Ⅶ　

日
米
共
同
の
取
組
）。

（
（3
）　

帝
国
主
義
（im

perialism

）
と
は
、
一
般
的
に
は
、
他
国
と
他
国
民
族
と
他
国
人
民
を
、
侵
略
し
た
り
抑
圧
し
た
り
併
合
し
た
り
し
て
、
経
済
的

政
治
的
法
的
文
化
的
に
支
配
・
搾
取
・
差
別
す
る
思
考
と
行
動
を
示
す
概
念
で
あ
る
が
、
現
代
の
帝
国
主
義
と
は
、
資
本
主
義
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
の
発

展
の
中
か
ら
誕
生
し
た
帝
国
主
義
、
つ
ま
り
、「
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
」（
レ
ー
ニ
ン
『
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』・
レ
ー
ニ
ン

全
集
第
二
十
二
巻
・
大
月
書
店
・
三
〇
六
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。

資
本
主
義
的
帝
国
主
義
と
し
て
の
帝
国
主
義
と
は
、
一
つ
の
国
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
高
度
に
発
達
し
て
、「
独
占
資
本
」
を
持
つ
に
至
っ
た
資
本
主

義
が
、
①
自
国
の
国
家
と
②
自
己
の
輸
出
商
品
・
輸
出
資
本
を
用
い
て
、
他
国
・
他
国
民
族
・
他
国
人
民
を
、
侵
略
し
た
り
抑
圧
し
た
り
併
合
し
た
り
し

て
、
経
済
的
政
治
的
法
的
文
化
的
に
支
配
・
搾
取
・
差
別
す
る
立
場
の
こ
と
を
言
う
。

「
独
占
資
本
」
と
は
、
銀
行
資
本
と
結
合
し
て
、
一
つ
の
産
業
分
野
に
お
い
て
、
そ
の
分
野
の
「
商
品
」（
交
換
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
生
産
さ

れ
る
労
働
生
産
物
）
の
五
〇
％
以
上
→
一
〇
〇
％
ま
で
を
、
生
産
し
た
り
、
販
売
し
た
り
し
て
、
そ
の
産
業
分
野
を
支
配
す
る
巨
大
な
一
個
ま
た
は
数
個

の
資
本
（
労
働
力
を
搾
取
す
る
生
産
手
段
。
こ
の
資
本
に
よ
っ
て
、
生
活
物
質
の
ほ
と
ん
ど
が
商
品
と
し
て
生
産
・
販
売
さ
れ
る
経
済
を
、
資
本
主
義
と

い
う
）
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
独
占
資
本
の
所
有
者
・
経
営
者
層
を
、
独
占
資
本
家
層
（
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
独
占
資
本
家
層
が
、

現
代
資
本
主
義
国
の
支
配
者
層
と
な
っ
て
い
る
。
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一
般
論
と
し
て
の
帝
国
主
義
か
ら
、
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
を
理
論
化
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
・
イ
・
レ
ー
ニ
ン
で
あ
っ
た
。

レ
ー
ニ
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
、
つ
い
で
ま
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主

義
は
、
一
八
九
八
―
一
九
一
四
年
ご
ろ
ま
で
に
完
全
に
形
づ
く
ら
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
＝
ア
メ
リ
カ
戦
争
（
一
八
九
八
年
）、
イ
ギ
リ
ス
＝
ボ
ー
ア
戦
争

（
一
八
九
九
―
一
九
〇
二
年
）、
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
―
一
九
〇
五
年
）、
一
九
〇
〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
恐
慌

―
こ
れ
ら
が
、
世
界
史
の
新
し

い
時
代
の
主
要
な
歴
史
的
道
標
で
あ
る
」（
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
と
社
会
主
義
の
分
裂
』・
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
二
十
三
巻
・
大
月
書
店
・
一
一
三
頁
）。

資
本
主
義
は
、
歴
史
的
に
は
、「
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
」（
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
（
絶
対
君
主
・
フ
ェ
リ
ペ
二
世
）
か

ら
の
独
立
を
め
ざ
し
た
一
五
六
八
年
→
一
五
八
一
年
の
「
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
革
命
」〔
一
五
八
一
年
七
月
二
六
日
勝
利
〕、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
六
四
二

年
→
一
六
四
九
年
の
絶
対
君
主
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
）
を
処
刑
し
た
「
清
教
徒
革
命
（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
）」〔
一
六
四
九
年
五
月
一
九
日
勝
利
〕
と
一

六
八
八
年
の
絶
対
君
主
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
）
を
追
放
し
た
「
名
誉
革
命
」〔
一
六
八
八
年
一
二
月
二
三
日
勝
利
〕、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
（
立

憲
君
主
・
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
）
か
ら
の
独
立
を
め
ざ
し
た
一
七
七
五
年
→
一
七
八
三
年
の
「
独
立
革
命
」〔
一
七
八
三
年
九
月
三
日
勝
利
〕、
フ
ラ
ン
ス
（
絶

対
君
主
・
ル
イ
一
六
世
治
下
）
に
お
け
る
一
七
八
九
年
の
封
建
制
度
を
否
定
し
た
「
大
革
命
」〔
一
七
八
九
年
八
月
四
日
勝
利
〕
な
ど
）
の
勝
利
以
降
、

「
資
本
の
原
始
的
蓄
積
『
段
階
』」
か
ら
、「
産
業
革
命
」（
歴
史
的
に
は
、
一
七
六
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
〔
一
八
三
〇
年
に
か
け
て
〕
で
始
ま
り
、
フ
ラ
ン

ス
〔
一
八
三
〇
年
か
ら
〕・
ア
メ
リ
カ
〔
一
八
三
〇
年
か
ら
〕・
ド
イ
ツ
〔
一
八
四
〇
年
か
ら
〕
な
ど
で
一
八
七
〇
年
ま
で
に
）
を
経
て
、「
産
業
資
本
主

義
『
段
階
』」
へ
（
一
八
九
七
年
ま
で
）
と
発
展
し
、
さ
ら
に
、「
産
業
資
本
主
義
『
段
階
』」
か
ら
「
帝
国
主
義
『
段
階
』」
へ
と
発
展
し
て
き
た
。

帝
国
主
義
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
に
は
、「
⑴
独
占
資
本
主
義
」、「
⑵
寄
生
的
な
、
ま
た
は
腐
敗
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
」、「
⑶
死
滅
し

つ
つ
あ
る
資
本
主
義
（
社
会
主
義
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
）」（
前
掲
・
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
と
社
会
主
義
の
分
裂
』・
一
一
二
頁
、
一
一
四
頁
）

と
い
う
標
識
を
有
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
政
治
的
に
は
、「
⑴
全
線
に
わ
た
る
政
治
的
反
動
」、「
⑵
民
族
的
抑
圧
」、「
⑶
領
土
併
合
」（
前
掲
・
レ
ー
ニ

ン
『
帝
国
主
義
と
社
会
主
義
の
分
裂
』・
一
一
三
頁
、
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
ノ
ー
ト
』・
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
三
十
九
巻
・
大
月
書
店
・
七
二
九
頁
）
と

い
う
標
識
を
有
す
る
。

独
占
資
本
主
義
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、「（
一
）
生
産
と
資
本
の
集
積
。
こ
れ
が
高
度
の
発
展
段
階
に
達
し
て
、
経
済
生
活
で
決
定
的
な
役
割
を
演

じ
て
い
る
独
占
体
を
つ
く
り
だ
す
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
。（
二
）
銀
行
資
本
が
産
業
資
本
と
融
合
し
、
こ
の
『
金
融
資
本
』
を
基
礎
と
し
て
金
融
寡
頭
制

が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
こ
と
。（
三
）
商
品
輸
出
と
は
区
別
さ
れ
る
資
本
輸
出
が
、
と
く
に
重
要
な
意
義
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
。（
四
）
資
本
家
の
国
際
的

独
占
団
体
が
形
成
さ
れ
て
、
世
界
を
分
割
し
て
い
る
こ
と
。（
五
）
資
本
主
義
的
最
強
国
に
よ
る
地
球
の
領
土
的
分
割
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
」（
前
掲
・
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レ
ー
ニ
ン
『
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』・
三
〇
七
―
三
〇
八
頁
）
と
い
う
標
識
を
有
す
る
資
本
主
義
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
帝
国

主
義
と
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、「
独
占
体
と
金
融
資
本
と
の
支
配
が
成
立
し
て
、
資
本
の
輸
出
が
顕
著
な
重
要
性
を
獲
得
し
、
国
際
ト
ラ
ス
ト
に
よ

る
世
界
の
分
割
が
は
じ
ま
り
、
最
強
の
資
本
主
義
諸
国
に
よ
る
い
っ
さ
い
の
領
土
の
分
割
が
完
了
し
た
、
そ
う
い
う
発
展
段
階
の
資
本
主
義
で
あ
る
」

（
前
掲
・
レ
ー
ニ
ン
『
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』・
三
〇
八
頁
）。

次
に
、
こ
の
帝
国
主
義
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
独
占
資
本
主
義
の
時
代
か
ら
（
一
八
九
八
年
―
一
九
一
四
年
か
ら
）、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
時
代

（
第
一
次
世
界
大
戦
・
一
九
二
九
年
―
一
九
四
五
年
か
ら
）
→
多
国
籍
企
業
型
国
家
独
占
資
本
主
義
の
時
代
（
一
九
五
七
年
〔
一
九
五
七
年
三
月
二
五
日

の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
」
創
設
の
た
め
の
「
ロ
ー
マ
条
約
」
調
印
〕
前
後
〈
ア
メ
リ
カ
の
場
合
〉
―
一
九
七
〇
年
代
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
場

合
〉
―
一
九
八
一
年
〈
日
本
の
場
合
〉
か
ら
今
日
）
へ
と
発
展
し
て
き
た
。

国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
独
占
資
本
主
義
の
展
開
形
態
で
あ
り
、
帝
国
主
義
の
（
従
っ
て
、
資
本
主
義
の
）
最
終
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
家
独
占
資
本
主
義
は
、「
⑴
『
国
家
の
独
占
資
本
へ
の
全
面
的
従
属
』
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
『
国
家
と
独
占
資
本
の
全
面
的
癒
着
』」
を
基
本
的
標

識
と
し
、「
⑵
国
家
の
経
済
過
程
へ
の
全
面
的
介
入
と
そ
の
統
制
」、「
⑶
国
家
財
政
へ
の
独
占
資
本
の
全
面
依
存
」、「
⑷
最
高
度
の
腐
朽
性
と
寄
生
性
」、

「
⑸
全
線
に
お
け
る
最
高
度
の
政
治
的
反
動
（
反
共
産
主
義
・
反
民
主
主
義
）」、「
⑹
社
会
主
義
へ
の
移
行
の
経
済
的
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（Ideologie　

観
念
形
態
）
的
条
件
の
完
熟
化
」
と
い
う
標
識
を
有
す
る
独
占
資
本
主
義
で
あ
る
。

こ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
を
持
つ
国
に
お
い
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
年
七
月
二
八
日
―
一
九
一
八
年
一

一
月
一
一
日
）
と
一
九
二
九
年
一
〇
月
二
四
日
か
ら
始
ま
る
「
世
界
大
恐
慌
」（
一
九
三
三
年
ま
で
）
を
画
期
に
し
て
始
ま
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
（
一

九
三
九
年
九
月
一
日
―
一
九
四
五
年
九
月
二
日
）
に
よ
っ
て
進
行
化
し
、
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
普
遍
的
現
象
と
な
っ
た
。

国
家
の
独
占
資
本
へ
の
「
従
属
」
は
、
各
国
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
「
方
法
」
を
用
い
て
達
成
さ
れ
て
い
る
。

①
独
占
資
本
に
よ
る
政
党
・
議
員
・
高
級
官
僚
の
買
収

②
独
占
資
本
に
よ
る
企
業
へ
の
高
級
官
僚
の
受
入
れ
。
独
占
資
本
に
よ
る
企
業
の
職
員
の
国
家
機
関
へ
の
出
向

③
独
占
資
本
の
代
表
者
に
よ
る
政
府
の
「
審
議
会
」
の
占
拠

④
独
占
資
本
家
や
独
占
資
本
の
代
理
人
に
よ
る
国
家
機
関
（
大
統
領
、
総
理
大
臣
、
大
統
領
府
、
内
閣
、
議
会
、
裁
判
所
な
ど
）
や
自
治
体
機
関
（
首

長
、
副
首
長
、
議
会
な
ど
）
の
占
拠

⑤
独
占
資
本
の
政
党
と
そ
の
活
動
の
存
在
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⑥
独
占
資
本
と
そ
の
政
府
に
よ
る
公
務
員
労
働
組
合
お
よ
び
民
間
企
業
労
働
組
合
の
首
脳
部
の
買
収

⑦
独
占
資
本
の
団
体
に
よ
る
政
党
・
議
員
・
高
級
官
僚
・
国
民
の
誘
導

⑧
独
占
資
本
に
よ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
運
営
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
占
拠

多
国
籍
企
業
型
国
家
独
占
資
本
主
義
と
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
あ
る
資
本
主
義
国
の
そ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
か
ら
生
ま
れ
た
「
多
国
籍

企
業
」
が
、
自
国
の
経
済
、
並
び
に
、
世
界
各
国
の
経
済
と
世
界
の
経
済
を
動
か
す
時
代
の
国
家
独
占
資
本
主
義
で
あ
る
。

多
国
籍
企
業
（m

ultinational corporation

）
と
は
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
国
の
独
占
資
本
が
保
有
し
、
自
国
の
国
家
権
力
の
保
護
を
受
け
る
巨
大

企
業
が
海
外
子
会
社
を
持
つ
親
会
社
と
な
り
、
当
該
親
会
社
（
本
社
）
と
そ
の
親
会
社
の
管
理
・
統
制
に
よ
っ
て
自
国
の
親
会
社
と
一
体
と
な
っ
て
活
動

す
る
諸
国
の
海
外
子
会
社
・
海
外
支
店
の
総
体
（
国
際
的
独
占
体
）
を
指
す
。

ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
・
日
本
等
の
独
占
資
本
が
保
有
す
る
多
国
籍
企
業
は
、
報
道
や
出
版
物
を
利
用
す
れ
ば
、
進
出
し
た
国
、
と
り
わ
け
、

そ
の
発
展
途
上
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
国
家
権
力
の
直
接
的
間
接
的
保
護
の
も
と
で
、
そ
の
国
の
資
本
・
技
術
・
市
場
・
資
源
な
ど
を
支
配
し
、
環
境

破
壊
（
大
気
汚
染
、
水
汚
染
、
森
林
伐
採
な
ど
）、
基
本
的
人
権
の
侵
害
（
組
合
活
動
家
の
解
雇
、
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
を
理
由
と
す
る
解
雇
、
最
低
賃
金

さ
え
支
払
わ
な
い
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
〔sexual harassm

ent　

性
的
嫌
が
ら
せ
〕、
残
業
手
当
不
払
い
、
食
事
抜
き
労
働
、
退
職
金
不

払
い
、
労
働
者
殴
打
な
ど
）、
政
治
干
渉
（
贈
賄
、
献
金
、
買
収
、
政
権
打
倒
活
動

―
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｉ
Ｔ
Ｔ
（
国
際
電
信
電
話
会
社
）
の
チ

リ
の
ア
ジ
ェ
ン
デ
政
権
に
対
す
る
そ
の
成
立
（
一
九
七
〇
年
一
一
月
三
日
）
阻
止
活
動
と
そ
の
打
倒
（
一
九
七
三
年
九
月
一
一
日
）
活
動
へ
の
参
加

―
、

ご
り
押
し
要
求
な
ど
）、
文
化
破
壊
（
先
住
民
抑
圧
・
排
除
な
ど
）、
難
民
や
ス
ラ
ム
・
路
上
住
民
の
創
出
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

多
国
籍
企
業
の
形
成
は
、
歴
史
的
に
は
、
一
九
五
七
年
（
一
九
五
七
年
三
月
二
五
日
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
」
創
設
の
た
め
の
「
ロ
ー
マ
条

約
」
調
印
）
前
後
（
ア
メ
リ
カ
の
場
合
）
―
一
九
七
〇
年
代
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
場
合
）
―
一
九
八
一
年
（
日
本
の
場
合
）
か
ら
、
始
ま
っ
た
。

二
一
世
紀
現
代
の
「
帝
国
主
義
」
は
、
多
国
籍
企
業
型
国
家
独
占
資
本
主
義
を
基
礎
と
す
る
「
多
国
籍
企
業
型
帝
国
主
義
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ

の
国
の
歴
史
的
に
高
度
に
発
達
し
て
「
国
家
独
占
資
本
主
義
」
と
な
っ
た
資
本
主
義
が
、
基
本
的
に
、
植
民
地
を
求
め
ず
に
、
自
国
の
国
家
と
自
己
の
輸

出
資
本

―「
多
国
籍
企
業
」
を
用
い
て
、
他
国
・
他
国
民
族
・
他
国
人
民
を
経
済
的
政
治
的
法
的
文
化
的
に
支
配
・
搾
取
・
差
別
す
る
立
場
（
新
植
民

地
主
義
的
立
場
）
を
言
う
。

「
多
国
籍
企
業
型
帝
国
主
義
」
の
帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（globalization

）
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
資
本
」・「
商
品
」・「
サ
ー
ビ
ス
」・「
労
働
力
」・「
投
機
マ
ネ
ー
」・「
情
報
」・「
技
術
」
な
ど
の
国
境
を
超
え
る
活
動
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の
自
由
化
を
志
向
す
る
思
考
で
あ
り
、「
経
済
の
地
球
規
模
化
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
多
国
籍
企
業
」
の
世
界
的
横
行
と
「
投
資
機
関
」（
銀
行
・
証
券
会
社
・
投
資
フ
ァ
ン
ド
な
ど
）
に
よ

る
「
投
機
」
の
世
界
的
横
行
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
世
界
経
済
の
支
配
化
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
ソ
ヴ
エ
ト
社
会
主
義

共
和
国
連
邦
の
消
滅
（
一
九
九
一
年
一
二
月
三
一
日
）
を
〝
て
こ
〟
に
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
ア
メ
リ
カ
発
で
主
張
さ
れ
た
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
二
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（neo-liberalism

）」（
新
自
由
主
義
）
の
要
素
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
多
国
籍
企
業
」
や
「
投
資
機
関
」
の

活
動
の
自
由
を
阻
害
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
「
悪
」
で
あ
り
、
各
国
は
、
自
国
に
存
在
す
る
多
国
籍
企
業
や
投
資
機
関
の
活
動
の
自
由
を
阻
害
す
る
「
規

制
」
を
緩
和
・
撤
廃
し
、
或
い
は
、
利
潤
追
求
主
義
を
拒
否
す
る
「
公
共
圏
」
を
限
り
な
く
縮
少
し
、
自
己
責
任
の
原
則
の
も
と
で
、
自
由
競
争
に
よ
っ

て
す
べ
て
の
富
の
分
配
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
「
市
場
原
理
主
義
」
が
貫
け
る
よ
う
な
体
制
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
も
う
一
つ
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（global standard

）」（
世
界
標
準
）
の
要
素
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
」
に
立
脚
し
て
、
世
界
各
国
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
や
多
国
籍
企
業
や
投
資
機
関
の
も
つ
「
資
本
」・「
商
品
」・「
サ
ー
ビ
ス
」・「
投
機
」・「
労
働
力
」・

「
情
報
」・「
技
術
」・「
企
業
統
治
」・「
企
業
会
計
」・「
福
祉
」・「
教
育
」
な
ど
に
つ
い
て
の
価
値
や
基
準
や
規
則
や
体
制
を
、「
世
界
標
準
」
と
し
て
自

国
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
が
他
国
帝
国
主
義
を
束
ね
て
、
そ
の
総
力
で
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
世

界
中
の
反
帝
国
主
義
勢
力
を
支
配
・
搾
取
・
差
別
し
よ
う
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

「
多
国
籍
企
業
型
帝
国
主
義
」
は
、
帝
国
主
義
の
「
現
代
型
」
で
あ
り
、
帝
国
主
義
の
最
終
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（4
）　

国
際
連
合
憲
章
「
第
五
一
条
」
が
定
め
る
「
集
団
的
自
衛
権
」
と
は
、
⑴
自
国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
⑵
武
力
攻
撃
を
受
け
た
国
に

よ
る
そ
の
旨
の
表
明
と
そ
の
国
か
ら
の
援
助
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
⑶
自
国
に
危
機
が
な
く
て
も
、
自
国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
と
み
な
し
て
、
⑷
他
国
に

武
力
攻
撃
を
加
え
て
い
る
国
に
武
力
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
権
利
で
あ
る
。

自
国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
国
を
武
力
攻
撃
す
る
の
は
侵
略
で
あ
る
か
ら
、
集
団
的
自
衛
権
の
本
質
は
、
そ
の
権
利

を
要
請
す
る
側
か
ら
見
れ
ば
、
援
助
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
が
、
そ
の
権
利
の
要
請
を
受
け
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
侵
略
す
る
権
利
で
あ
る
。
従
っ
て
、
集

団
的
自
衛
権
は
、
自
国
を
守
る
こ
と
、
国
民
を
守
る
こ
と
と
無
関
係
に
行
使
で
き
る
権
利
で
あ
る
。

国
際
法
学
者
は
、「
集
団
的
自
衛
権
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
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例
え
ば
、
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法　

Ⅰ
〔
新
版
〕』・
有
斐
閣
（
法
律
学
全
集
55
）・
一
九
七
三
年
は
、「
集
団
的
自
衛
権
と
は
、
ご
く
端
的
に
い
う
な
ら

ば
、
自
国
が
直
接
攻
撃
を
う
け
な
く
て
も
、
連
帯
関
係
に
あ
る
他
の
国
が
攻
撃
を
う
け
た
場
合
、
そ
れ
を
自
国
に
対
す
る
攻
撃
と
み
な
し
て
反
撃
し
う
る

権
利
を
い
う
」（
三
五
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ア
ラ
ン
・
プ
レ
、
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
コ
ッ
ト
共
編
（
中
原
喜
一
郎
・
斎
藤
惠
彦
監
訳
）『
コ
マ
ン
テ

ー
ル
国
際
連
合
憲
章　

上
』・
東
京
書
籍
・
一
九
九
三
年
は
、
国
際
連
合
憲
章
「
第
5（
条
の
名
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
連
加
盟
国
は
、
武
力
侵
略
の
犠

牲
国
で
あ
る
他
の
国
家
を
救
う
た
め
に
武
力
行
使
に
訴
え
る
権
利
を
も
つ
。
こ
の
権
利
（
集
団
的
自
衛
権

―
引
用
者
）
は
、
介
入
す
る
国
家
は
そ
れ
自

体
が
武
力
侵
略
の
犠
牲
国
で
あ
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
（
侵
略
の
犠
牲
国
と
な
っ
た
場
合
に
は
、「
個
別
的
」
自
衛
権
を
援
用
し
、
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
）」。「
あ
る
国
家
は
侵
略
を
受
け
た
国
の
要
請
、
ま
た
は
同
意
な
し
に
侵
略
を
行
っ
た
国
に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」（
九
五
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
田
岡
良
一
『
国
際
法
上
の
自
衛
権　

新
装
版
』・
勁
草
書
房
・
二
〇
一
四
年
は
、「
集
団
的
自
衛
権

は
、
組
成
国
（
国
際
連
合
加
盟
国
の
こ
と

―
引
用
者
）
の
一
つ
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
な
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
攻
撃
の
直
接
の
対
象
と
な
っ
て
い
な

い
他
の
国
々
が
、
被
攻
撃
国
を
守
り
、
攻
撃
国
に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る
権
利
を
指
す
と
い
う
の
が
、
普
通
の
解
釈
で
あ
る
」（
二
五
六
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。

日
本
国
の
国
家
は
、
安
倍
内
閣
が
、
自
由
民
主
党
と
公
明
党
の
協
力
を
得
て
作
成
し
、
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に
閣
議
決
定
し
た
日
本
国
憲
法
「
第
九

条
」（
非
戦
・
非
武
装
・
対
話
・
永
久
平
和
主
義
）
に
違
反
す
る
国
家
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
権
を
認
め
る
文
書
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守

る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」（
防
衛
省
編
『
平
成
26
年
版　

日
本
の
防
衛

―
防
衛
白
書

―
』・
日
経
印
刷
株
式
会

社
・
二
〇
一
四
年
・
三
七
六
―
三
七
八
頁
）
に
基
づ
い
て
、
二
〇
一
五
年
九
月
一
九
日
に
、
安
倍
内
閣
と
自
由
民
主
党
と
公
明
党
が
、「
平
和
安
全
法
制

整
備
法
」
と
「
国
際
平
和
支
援
法
」
と
い
う
侵
略
戦
争
法
を
強
行
採
決
で
制
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
集
団
的
自
衛
権
」
を
行
使
で
き
る
と
し
て
し
ま
っ
た
。

「
平
和
安
全
法
制
整
備
法
」（「
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」）
を
構

成
す
る
一
〇
本
の
改
定
法
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
。
⑵
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
。
⑶
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及

び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
と
な
る
）。
⑷
周
辺
事
態
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査

活
動
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑸
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑹
武
力
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攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立

危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑺
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
。
⑻
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑼
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等

の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑽
国
家
安
全
保

障
会
議
設
置
法
の
一
部
改
正
。

「
第
百
八
十
九
回
国
会
衆
議
院　

我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録　

第
二
号
」（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
六

日
・
火
曜
日
）・
二
頁
以
下
。

こ
の
法
律
は
、
自
衛
隊
が
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
て
、
自
衛
戦
争
も
侵
略
戦
争
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
国
際
平
和
支
援
法
」（「
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
」）

は
、
世
界
中
で
侵
略
戦
争
や
侵
略
目
的
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
を
行
う
ア
メ
リ
カ
軍
に
自
衛
隊
が
軍
事
協
力
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（5
）　

ア
フ
リ
カ
の
ジ
ブ
チ
共
和
国
に
自
衛
隊
基
地
が
建
設
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
日
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
（6
）　

二
〇
二
〇
年
七
月
一
四
日
付
「
読
売
新
聞
（
夕
刊
）」。

（
（7
）　

二
〇
二
〇
年
七
月
二
二
日
付
「
産
経
新
聞
」、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
付
「
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）」。

（
（8
）　

二
〇
一
九
年
七
月
六
日
付
「
読
売
新
聞
（
朝
刊
）」。

（
（9
）　

中
国
共
産
党
が
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
八
日
・
二
九
日
に
開
催
し
た
「
中
央
外
事
工
作
会
議
」
で
、
習
近
平
国
家
主
席
は
、「
中
国
の
特
色
・
中

国
の
精
神
・
中
国
の
貫
禄
を
有
す
」
る
「
新
型
の
国
際
関
係
を
打
ち
建
て
る
」
と
強
調
し
た
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
三
〇
日
付
「
人
民
日
报
」。
翠
川
信

人
・
立
正
大
学
講
師
の
御
助
力
を
得
た
）。

（
21
）　

丸
川
知
雄
「
爪
を
隠
し
た
経
済
大
国
・
中
国
の
展
望
」、「
中
央
公
論
」・
二
〇
二
一
年
五
月
号
・
中
央
公
論
新
社
・
一
三
五
頁
。

（
2（
）　

二
〇
二
一
年
三
月
七
日
付
「
読
売
新
聞
（
朝
刊
）」。

（
22
）　

二
〇
二
一
年
三
月
一
一
日
付
「
産
経
新
聞
」・「
毎
日
新
聞
（
朝
刊
）」。

（
23
）　

二
〇
二
一
年
三
月
二
五
日
付
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」。
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（
24
）　

二
〇
二
一
年
三
月
四
日
付
「
読
売
新
聞
（
夕
刊
）」、
同
三
月
五
日
付
「
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）」・「
読
売
新
聞
（
朝
刊
）」、
同
三
月
六
日
付
「
し
ん
ぶ

ん
赤
旗
」。

（
25
）　

二
〇
二
一
年
三
月
五
日
付
「
産
経
新
聞
」・「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」・「
読
売
新
聞
（
朝
刊
）」。

（
26
）　

二
〇
二
一
年
三
月
一
四
日
付
「
読
売
新
聞
（
朝
刊
）」。

資
料

「
新
た
な
時
代
に
お
け
る
日
米
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」（
全
文
）

日
米
首
脳
共
同
声
明
「
新
た
な
時
代
に
お
け
る
日
米
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」

２
０
２
１
年
４
月
（6
日

ジ
ョ
セ
フ
・
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
同
大
統
領
の
政
権
下
で
初
め
て
米
国
を
訪
問
す
る
外
国
首
脳
と
な
る
菅
義
偉
総
理
大
臣
を
歓
迎
で
き
、
光
栄
に
思
う
。

今
日
、
日
本
と
米
国
は
、
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
、
そ
し
て
世
界
全
体
の
平
和
と
安
全
の
礎
と
な
っ
た
日
米
同
盟
を
新
た
に
す
る
。
海
が
日
米
両
国
を
隔
て
て
い

る
が
、
自
由
、
民
主
主
義
、
人
権
、
法
の
支
配
、
国
際
法
、
多
国
間
主
義
、
自
由
で
公
正
な
経
済
秩
序
を
含
む
普
遍
的
価
値
及
び
共
通
の
原
則
に
対
す
る
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
が
両
国
を
結
び
付
け
て
い
る
。
我
々
は
共
に
、
自
由
民
主
主
義
国
家
が
協
働
す
れ
ば
、
自
由
で
開
か
れ
た
ル
ー
ル
に
基
づ
く
国
際
秩
序
へ
の
挑
戦

に
対
抗
し
つ
つ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
気
候
変
動
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
脅
威
に
対
処
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
を
誓
う
。
こ
の
日
米
両

国
の
友
情
の
新
た
な
時
代
を
通
じ
て
、
両
国
の
民
主
主
義
は
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
強
く
成
長
す
る
だ
ろ
う
。

日
米
両
国
の
歴
史
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
両
国
の
国
民
の
安
全
と
繁
栄
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
争
い
の
後
に
結
ば
れ
た
日
米
同
盟
は
、
日
米
両

国
に
と
っ
て
の
基
盤
と
な
っ
た
。
世
界
は
幾
度
も
変
化
し
た
が
、
我
々
の
絆
は
よ
り
固
く
結
ば
れ
た
。
日
米
両
国
の
民
主
主
義
は
花
開
き
、
経
済
は
繁
栄
し
、

そ
し
て
両
国
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
先
導
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
米
両
国
の
文
化
的
あ
る
い
は
人
的
つ
な
が
り
は
か
つ
て
な
く
深
ま
り
、
多
国
間
機
関
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
通
商
及
び
投
資
の
拡
大
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
の
平
和
、
安
全
及
び
繁
栄
の
推
進
に
お
い
て
、
両
国

は
共
に
先
頭
に
立
っ
て
き
た
。
日
米
両
国
の
長
年
に
わ
た
る
緊
密
な
絆
を
祝
福
し
、
菅
総
理
と
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
消
え
去
る
こ
と
の
な
い
日
米
同
盟
、
普

遍
的
価
値
及
び
共
通
の
原
則
に
基
づ
く
地
域
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
に
対
す
る
ル
ー
ル
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
目
標
を
共
有
す
る

全
て
の
人
々
と
の
協
力
に
改
め
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
。
日
米
両
国
は
、
新
た
な
時
代
の
た
め
の
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
誓
う
。
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自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
を
形
作
る
日
米
同
盟

日
米
同
盟
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
日
米
両
国
は
、
地
域
の
課
題
に
対
処
す
る
備
え
が
か
つ
て
な
く
で
き
て
い
る
。
日
米
同
盟
は
、
普
遍
的
価
値
及
び

共
通
の
原
則
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
づ
く
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
、
そ
し
て
包
摂
的
な
経
済
的
繁
栄
の
推
進
と
い
う
共
通
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

推
進
す
る
。
日
米
両
国
は
、
主
権
及
び
領
土
一
体
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
平
和
的
な
紛
争
解
決
及
び
威
圧
へ
の
反
対
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。
日
米
両
国

は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
記
さ
れ
て
い
る
航
行
及
び
上
空
飛
行
の
自
由
を
含
む
、
海
洋
に
お
け
る
共
通
の
規
範
を
推
進
す
る
。

菅
総
理
と
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
更
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
日
米
同
盟
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
と
も
に
、
２
０
２
１

年
３
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
共
同
発
表
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。
日
本
は
同
盟
及
び
地
域
の
安
全
保
障
を
一
層
強
化
す
る
た
め
に
自
ら
の
防
衛
力

を
強
化
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
米
国
は
、
核
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
米
国
の
能
力
を
用
い
た
日
米
安
全
保
障
条
約
の
下
で
の
日
本
の
防
衛
に
対
す
る
揺
る

ぎ
な
い
支
持
を
改
め
て
表
明
し
た
。
米
国
は
ま
た
、
日
米
安
全
保
障
条
約
第
５
条
が
尖
閣
諸
島
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
日
米
両
国
は
共
に
、
尖

閣
諸
島
に
対
す
る
日
本
の
施
政
を
損
な
お
う
と
す
る
い
か
な
る
一
方
的
な
行
動
に
も
反
対
す
る
。
日
米
両
国
は
、
困
難
を
増
す
安
全
保
障
環
境
に
即
し
て
、
抑

止
力
及
び
対
処
力
を
強
化
す
る
こ
と
、
サ
イ
バ
ー
及
び
宇
宙
を
含
む
全
て
の
領
域
を
横
断
す
る
防
衛
協
力
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
拡
大
抑
止
を
強
化

す
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
。
日
米
両
国
は
ま
た
、
よ
り
緊
密
な
防
衛
協
力
の
基
礎
的
な
要
素
で
あ
る
、
両
国
間
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
及
び
情
報
保

全
強
化
並
び
に
両
国
の
技
術
的
優
位
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
日
米
両
国
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
継
続
的
な
使
用
を
回
避
す
る
た
め
の
唯
一
の
解

決
策
で
あ
る
、
辺
野
古
に
お
け
る
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
の
建
設
、
馬
毛
島
に
お
け
る
空
母
艦
載
機
着
陸
訓
練
施
設
、
米
海
兵
隊
部
隊
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム

へ
の
移
転
を
含
む
、
在
日
米
軍
再
編
に
関
す
る
現
行
の
取
り
決
め
を
実
施
す
る
こ
と
に
引
き
続
き
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。
日
米
両
国
は
、
在
日
米
軍
の
安
定
的

及
び
持
続
可
能
な
駐
留
を
確
保
す
る
た
め
、
時
宜
を
得
た
形
で
、
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
に
関
す
る
有
意
義
な
多
年
度
の
合
意
を
妥
結
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

菅
総
理
と
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
及
び
世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
対
す
る
中
国
の
行
動
の
影
響
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
と
と
も
に
、
経

済
的
な
も
の
及
び
他
の
方
法
に
よ
る
威
圧
の
行
使
を
含
む
、
ル
ー
ル
に
基
づ
く
国
際
秩
序
に
合
致
し
な
い
中
国
の
行
動
に
つ
い
て
懸
念
を
共
有
し
た
。
日
米
両

国
は
、
普
遍
的
価
値
及
び
共
通
の
原
則
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
連
携
し
て
い
く
。
日
米
両
国
は
ま
た
、
地
域
の
平
和
及
び
安
定
を
維
持
す
る
た
め
の
抑
止
の
重

要
性
も
認
識
す
る
。
日
米
両
国
は
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
一
方
的
な
現
状
変
更
の
試
み
に
反
対
す
る
。
日
米
両
国
は
、
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
、
中
国

の
不
法
な
海
洋
権
益
に
関
す
る
主
張
及
び
活
動
へ
の
反
対
を
改
め
て
表
明
す
る
と
と
も
に
、
国
際
法
に
よ
り
律
せ
ら
れ
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
合
致
し
た
形
で

航
行
及
び
上
空
飛
行
の
自
由
が
保
証
さ
れ
る
、
自
由
で
開
か
れ
た
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
強
固
な
共
通
の
利
益
を
再
確
認
し
た
。
日
米
両
国
は
、
台
湾
海
峡
の
平

和
と
安
定
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
両
岸
問
題
の
平
和
的
解
決
を
促
す
。
日
米
両
国
は
、
香
港
及
び
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け
る
人
権
状
況
へ
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の
深
刻
な
懸
念
を
共
有
す
る
。
日
米
両
国
は
、
中
国
と
の
率
直
な
対
話
の
重
要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
直
接
懸
念
を
伝
達
し
て
い
く
意
図
を
改
め
て
表
明

し
、
共
通
の
利
益
を
有
す
る
分
野
に
関
し
、
中
国
と
協
働
す
る
必
要
性
を
認
識
し
た
。

日
米
両
国
は
、
北
朝
鮮
に
対
し
、
国
連
安
保
理
決
議
の
下
で
の
義
務
に
従
う
こ
と
を
求
め
つ
つ
、
北
朝
鮮
の
完
全
な
非
核
化
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確

認
す
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
に
よ
る
同
決
議
の
完
全
な
履
行
を
求
め
た
。
日
米
両
国
は
、
地
域
の
平
和
と
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
抑
止
を
強
化
す
る
意
図

を
有
し
、
拡
散
の
リ
ス
ク
を
含
め
、
北
朝
鮮
の
核
及
び
ミ
サ
イ
ル
計
画
に
関
連
す
る
危
険
に
対
処
す
る
た
め
、
互
い
に
、
そ
し
て
、
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
も
協

働
す
る
。
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
拉
致
問
題
の
即
時
解
決
へ
の
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
し
た
。

日
米
両
国
は
、
皆
が
希
求
す
る
、
自
由
で
、
開
か
れ
、
ア
ク
セ
ス
可
能
で
、
多
様
で
、
繁
栄
す
る
イ
ン
ド
太
平
洋
を
構
築
す
る
た
め
、
か
つ
て
な
く
強
固
な

日
米
豪
印
（
ク
ア
ッ
ド
）
を
通
じ
た
豪
州
及
び
イ
ン
ド
を
含
め
、
同
盟
国
や
パ
ー
ト
ナ
ー
と
引
き
続
き
協
働
し
て
い
く
。
日
米
両
国
は
イ
ン
ド
太
平
洋
に
お
け

る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
一
体
性
及
び
中
心
性
並
び
に
「
イ
ン
ド
太
平
洋
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
」
を
支
持
す
る
。
日
米
両
国
は
ま
た
、
韓
国
と
の
三

カ
国
協
力
が
我
々
共
通
の
安
全
及
び
繁
栄
に
と
り
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
一
致
し
た
。
日
米
両
国
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
軍
及
び
警
察
に
よ
る
市
民
へ
の
暴

力
を
断
固
と
し
て
非
難
し
、
暴
力
の
即
時
停
止
、
被
拘
束
者
の
解
放
及
び
民
主
主
義
へ
の
早
期
回
復
を
強
く
求
め
る
た
め
の
行
動
を
継
続
す
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ

ト
す
る
。

新
た
な
時
代
に
お
け
る
同
盟

日
米
両
国
が
共
有
す
る
安
全
及
び
繁
栄
の
た
め
に
は
2（
世
紀
に
相
応
し
い
新
た
な
形
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
菅
総
理
と
バ
イ
デ
ン
大
統
領

は
「
日
米
競
争
力
・
強
靱
性
（
コ
ア
）
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
を
立
ち
上
げ
た
。
日
米
両
国
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
持
続
可
能
な
、
包
摂
的
で
、
健
康
で
、

グ
リ
ー
ン
な
世
界
経
済
の
復
興
を
日
米
両
国
が
主
導
し
て
い
く
こ
と
を
確
実
に
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
開
か
れ
た
民
主
的
な
原
則
に
の
っ
と
り
、
透
明
な
貿
易

ル
ー
ル
及
び
規
則
並
び
に
高
い
労
働
・
環
境
基
準
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
低
炭
素
の
未
来
と
整
合
的
な
経
済
成
長
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
、
こ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
①
競
争
力
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
、
国
際
保
健
、
健
康
安
全
保
障

（
ヘ
ル
ス
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
）、
③
気
候
変
動
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
グ
リ
ー
ン
成
長
・
復
興
に
焦
点
を
当
て
る
。

日
米
両
国
は
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
及
び
新
興
技
術
が
社
会
を
変
革
し
、
と
て
つ
も
な
い
経
済
的
機
会
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

日
米
両
国
は
、
生
命
科
学
及
び
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）、
量
子
科
学
、
民
生
宇
宙
分
野
の
研
究
及
び
技
術
開
発
に
お
け
る
協
力
を
深
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
が
個
別
に
、
あ
る
い
は
共
同
で
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
連
携
す
る
。
菅
総
理
と
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
第
５
世
代
無
線
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
５
Ｇ
）
の
安
全
性
及
び
開
放
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
確
認
し
、
信
頼
に
足
る
事
業
者
に
依
拠
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
き
一
致
し
た
。
日
米
両
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国
は
、
活
発
な
デ
ジ
タ
ル
経
済
を
促
進
す
る
た
め
に
、
投
資
を
促
進
し
、
訓
練
及
び
能
力
構
築
を
行
う
た
め
、
両
国
の
強
化
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ジ
タ
ル

連
結
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
じ
て
、
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
も
連
携
す
る
。
日
米
両
国
は
ま
た
、
両
国
の
安
全
及
び
繁
栄
に
不
可
欠
な
重
要
技
術
を
育
成
・

保
護
し
つ
つ
、
半
導
体
を
含
む
機
微
な
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
つ
い
て
も
連
携
す
る
。

日
米
両
国
は
、
デ
ジ
タ
ル
貿
易
協
力
、
気
候
変
動
に
関
す
る
目
標
に
資
す
る
通
商
政
策
の
策
定
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
改
革
、
イ
ン
ド
太
平
洋
に
お

け
る
包
摂
的
な
成
長
の
促
進
を
含
む
、
共
通
の
利
益
を
推
進
し
、
両
国
の
強
固
な
二
国
間
通
商
関
係
を
維
持
し
、
更
に
強
化
す
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。

日
米
両
国
は
、
二
国
間
、
あ
る
い
は
Ｇ
７
や
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て
、
知
的
財
産
権
の
侵
害
、
強
制
技
術
移
転
、
過
剰
生
産
能
力
問
題
、
貿
易
歪
曲
的
な
産
業
補
助

金
の
利
用
を
含
む
、
非
市
場
的
及
び
そ
の
他
の
不
公
正
な
貿
易
慣
行
に
対
処
す
る
た
め
引
き
続
き
協
力
し
て
い
く
。
日
米
両
国
は
志
を
同
じ
く
す
る
パ
ー
ト
ナ

ー
と
連
携
し
つ
つ
、
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
繁
栄
を
達
成
し
、
経
済
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
す
る
。

気
候
危
機
は
、
世
界
に
と
っ
て
生
存
に
関
わ
る
脅
威
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
日
米
両
国
は
、
こ
の
危
機
と
闘
う
た
め
の
世
界
の
取
り
組
み
を
主
導
し
て
い

く
上
で
、
両
国
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
。
日
米
両
国
は
、
双
方
が
世
界
の
気
温
上
昇
を
摂
氏
１
・
５
度
ま
で

に
制
限
す
る
努
力
及
び
２
０
５
０
年
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
実
質
ゼ
ロ
目
標
と
整
合
的
な
形
で
、
２
０
３
０
年
ま
で
に
確
固
た
る
気
候
行
動
を
取
る
こ
と
に
コ
ミ

ッ
ト
し
た
。
こ
の
責
任
を
認
識
し
、
菅
総
理
と
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、「
日
米
気
候
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、

①
パ
リ
協
定
の
実
施
と
２
０
３
０
年
目
標
／
国
が
決
定
す
る
貢
献
（
Ｎ
Ｄ
Ｃ
）
の
達
成
、
②
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
開
発
、
普
及
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
③
各
国
、
特
に
イ
ン
ド
太
平
洋
に
お
け
る
そ
の
他
の
国
に
お
け
る
脱
炭
素
化
を
支
援
す
る
取
り
組
み
、
の
３
本
柱
か
ら
な
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
日
米
両
国
及
び
世
界
に
対
し
て
、
我
々
が
生
物
学
的
な
大
惨
事
へ
の
備
え
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
目

的
の
た
め
、
日
米
両
国
は
ま
た
、
健
康
安
全
保
障
（
ヘ
ル
ス
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
）
の
推
進
、
将
来
の
公
衆
衛
生
危
機
へ
の
対
応
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
の
構

築
の
た
め
の
協
力
を
強
化
す
る
。
２
０
２
１
年
３
月
（2
日
の
史
上
初
の
日
米
豪
印
（
ク
ア
ッ
ド
）
首
脳
会
議
に
お
い
て
、
日
米
両
国
は
、
多
国
間
の
取
り
組
み

を
補
完
す
る
た
め
、
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
へ
の
安
全
で
有
効
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
・
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
、
調
達
及
び
配
送
を
拡
大
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
、
日
米
豪
印
（
ク
ア
ッ
ド
）
ワ
ク
チ
ン
専
門
家
作
業
部
会
を
立
ち
上
げ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
処
す
る
中
で
、
日
米
両
国
は
、
次
の
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
に
備
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
健
康
安
全
保
障
（
ヘ
ル
ス
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
）
や
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
二
国
間
の
官
民
協
力
も
強
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
日
米
両
国
は
、
潜
在
的
な
衛
生
上
の
緊
急
事
態
の
早
期
か
つ
効
果
的
な
予
防
、
探
知
及
び
対
処
を
通
じ
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
防
ぐ
能
力
を
強
化

す
る
と
と
も
に
、
透
明
性
を
高
め
、
不
当
な
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
を
改
革
す
る
た
め
に
協
働
す
る
。

日
米
両
国
は
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
起
源
、
あ
る
い
は
将
来
の
起
源
不
明
の
感
染
症
の
検
証
に
関
す
る
、
干
渉
や
不
当
な
影
響
を
受
け
な
い
、
透
明
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で
独
立
し
た
評
価
及
び
分
析
を
支
持
す
る
。
日
米
両
国
は
、
イ
ン
ド
太
平
洋
が
よ
り
良
い
地
域
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
備
え
を
構
築
す
る
こ
と
を
支
援
す
る

た
め
に
決
定
的
な
行
動
を
取
る
こ
と
を
決
意
す
る
と
と
も
に
、
世
界
健
康
安
全
保
障
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
い
っ
た
既
存
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
通
じ
た
も
の
や
健
康
安

全
保
障
の
た
め
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ン
グ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
地
域
的
な
サ
ー
ジ
・
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
及
び
迅
速
な
対
応
の
た
め
の
ト
リ
ガ
ー
に
つ
い
て
連
携
す
る

新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
じ
た
も
の
を
含
め
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
・
探
知
・
対
処
す
る
た
め
の
全
て
の
国
の
能
力
を
構
築
す
る
た
め
に
両
国
及
び

多
国
間
で
協
働
す
る
。
さ
ら
に
、
よ
り
健
康
で
よ
り
強
靱
な
未
来
を
見
据
え
、
日
米
両
国
は
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ａ
Ｘ
へ
の
支
援
を
強
化
す
る
。
日
米
両
国
は
ま
た
、
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
・
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
及
び
製
造
の
ニ
ー
ズ
に
関
し
て
協
力
す
る
。

こ
れ
ら
の
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
驚
く
べ
き
地
政
学
的
変
化
の
時
代
に
お
い
て
、
科
学
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
技
術
及
び
保
健
に
関
す
る
日
米
両

国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
活
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
を
よ
り
強
靱
で
活
気
に
満
ち
た
未
来
に
導
く
べ
く
、
こ

の
地
域
の
よ
り
良
い
回
復
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

今
後
に
向
け
て

今
日
、
日
米
両
国
が
担
う
責
任
は
重
大
な
も
の
だ
が
、
両
国
は
決
意
と
結
束
を
も
っ
て
そ
れ
ら
に
向
き
合
う
。
日
米
両
国
は
、
両
国
が
有
す
る
地
域
の
ビ
ジ

ョ
ン
に
対
す
る
挑
戦
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
国
の
安
全
保
障
関
係
が
確
固
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
世
界
的
な
悲
し
み
と
困
難
の
１
年
を
経
て
、
両
国
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
持
続
可
能
な
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
回
復
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ル
ー
ル
に
基
づ
く
国
際
秩
序
の
自
由
及
び
開
放
性
に
対
す

る
挑
戦
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
国
際
秩
序
を
主
導
す
る
た
め
、
日
米
両
国
が
世
界
中
の
志
を
同
じ
く
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
協
力
す
る
こ
と
を
確
実
に

す
る
。
人
的
つ
な
が
り
が
日
米
両
国
の
友
情
の
基
盤
と
な
っ
て
お
り
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
研
修
計
画
と
い
っ
た
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
通
じ
、
日
米
両
国
は
、
将

来
に
わ
た
っ
て
日
米
同
盟
を
支
え
る
二
つ
の
社
会
の
間
の
架
け
橋
を
築
き
続
け
る
。
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
今
夏
、
安
全
・
安
心
な
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
を
開
催
す
る
た
め
の
菅
総
理
の
努
力
を
支
持
す
る
。
両
首
脳
は
、
東
京
大
会
に
向
け
て
練
習
に
励
み
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神
を
最
も
良
く

受
け
継
ぐ
形
で
競
技
に
参
加
す
る
日
米
両
国
の
選
手
た
ち
を
誇
り
に
思
う
旨
表
明
し
た
。
日
米
両
政
府
は
、
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
の
実
現
に
向
け

た
我
々
の
政
策
を
調
整
・
実
施
す
る
た
め
の
も
の
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
意
思
疎
通
す
る
こ
と
を
継
続
す
る
。
何
よ
り
も
、
日
米
両
国
は
、
両
国
の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
今
後
何
十
年
に
も
わ
た
り
、
両
国
の
国
民
の
安
全
と
繁
栄
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
認
識
し
、
確
固
た
る
同
盟
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
へ

の
投
資
を
新
た
に
す
る
。
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